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1 一般情報 

(1) 地理・人口等 

ア 外務省「チュニジア基礎データ」（2022年 8月 25日） 

1 面積 16万 3,610 平方キロメートル（日本の約 5分の 2） 

2 人口 1,169万人（2019年，世銀） 

… 

4 民族 アラブ人（98％），その他（2％） 

5 言語 アラビア語（公用語），フランス語（国民の間で広く用いられている） 

6 宗教 イスラム教スンニ派（ごく少数だがユダヤ教，イスラム教シーア派，キ

リスト教も信仰されている） 

 

(2) 内政 ＜2023年 6月 29日更新＞ 

ア 外務省「チュニジア基礎データ」（2022年 8月 25日） 

（1）仏からの独立以来就任していたブルギバ大統領に続き，1987年以降，ベン・

アリ大統領は近代化・西欧化を推進。その一方で，社会主義運動及びイスラム過

激主義運動を弾圧して政治的安定を維持してきた。これにより経済は安定成長

を遂げたが，政治的自由や複数政党制の導入等の民主化が課題となった。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/tunisia/data.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/tunisia/data.html
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（2）2010 年 12 月にチュニジア中南部で発生した貧困・雇用対策を求める大規模

抗議デモを機に，国内各地で反政府デモが発生。住民と治安部隊の間で衝突も頻

発。2011 年 1月 14日，反政府デモ・暴動が急速に拡大・深刻化し，23年間国家

元首の座にあったベン・アリ大統領は国外に亡命。憲法規定に従い，ムバッザア

代議院議長が暫定大統領に就任した（「自由と尊厳の革命」）。 

（3）2011 年 10 月，新憲法制定のための議会（制憲国民議会）議員を選出する選

挙が実施された。同選挙はチュニジア史上初の自由選挙であり，我が国の選挙監

視団を含む多数の国際選挙監視団が派遣された。選挙の結果，議会に多数議席を

獲得した穏健イスラム主義政党「エンナハダ」，中道政党「共和国のための会議

（CPR）」，左派政党「エタカトル（FDTL）」の間で，大統領・首相・議長ポスト

に関する 3党合意が結ばれ，FDTLのベン・ジャアファル党首が議長に，CPRの

マルズーキ党首が大統領に選出された。その後，マルズーキ大統領はエンナハダ

のジェバリ幹事長を次期首相候補に任命し，12 月にジェバリ氏を首相とする新

内閣が議会で承認された。 

（4）2013 年 2月，野党「民主愛国主義者運動」のベライード党首暗殺事件が発生。

同事件を受け，ジェバリ首相は国家を政治的危機から救うべくテクノクラート

（実務者）内閣の形成を提案したが，同提案は首相の出身政党であるエンナハダ

から反対を受け失敗に終わり，同首相は辞表を提出。同月末，エンナハダはラア

レイエド内務大臣を次期首相として選出し，翌 3月に内務・外務・司法・国防の

主要 4閣僚等にテクノクラートを配したラアレイエド内閣が議会で承認された。 

（5）2013 年 7月，野党「人民運動」のブラヒミ制憲国民議会議員の暗殺事件が発

生したことを受け，政府・議会の解散支持派と反対派の対立による抗議活動が各

地に広まった。また，議会内でも与野党の対立が深まり，議会は一時麻痺状態に

陥った。硬直した政治状況を打開するため，チュニジア労働総連盟（UGTT），

工業・手工業連合会（UTICA），人権擁護連盟（LTDH），全国弁護士協会（ONAT）

の国内主要 4 団体（注：これら 4 団体は「チュニジア・ナショナル・ダイアロ

グ・カルテット」と総称され，2015 年にノーベル平和賞を受賞した。）が与野党

間協議の仲介役となり，テクノクラート内閣の組閣や憲法制定，独立高等選挙機

構（選挙管理委員会）設置等の主要政治日程を定めたロードマップを提示した。

その結果，11月，主要 21 政党がロードマップに署名し，国民対話会議（与野党

間協議）が開始され，12 月にジョマア産業大臣（当時）が次期首相に選出され

た。 

（6）2014年 1月，制憲国民議会において新憲法が賛成多数で可決され，同年 2月

に施行された。また，同月，ジョマア首相率いるテクノクラートによる新内閣が

誕生した。 

（7）2014 年 10月，新憲法下で初となる議会選挙が実施され，2012 年に結党され

た「ニダー・トゥーネス（チュニジアの呼びかけ）」が 217 議席中 85 議席を獲

得し第一党に，2011 年の制憲国民議会選挙では第一党であったエンナハダは 69

議席を獲得し第二党となった。 
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（8）2014 年 11月から 12月にかけて革命後初の直接大統領選挙が実施された。マ

ルズーキ候補（現職大統領）とニダー・トゥーネス党首のエセブシ候補（元首相）

の決選投票の結果，エセブシ候補が大統領に就任。2015 年 2 月，元内務相のエ

シード氏首相率いるニダー・トゥーネス，エンナハダ，自由愛国連盟（UPL），

アフェック・トゥーネス等からなる連立内閣が成立し，革命後初の本格政権が発

足した。2016 年 6 月，エセブシ大統領が「国民統一政府」構想を発表，各政党

及び国内主要団体（UGTT,UTICA 等）による協議を経て，同年 8 月，シェーヘ

ド地方問題担当大臣（当時）が率いる新内閣が発足した。 

（9）2019 年 9 月～10 月に大統領選挙及び国民代表議会選挙を実施。カイス・サ

イード氏が大統領に就任。2020 年 2 月、ファフファーフ首相率いる新内閣が発

足した。 

 

（10）チュニジアは独立以来一貫して初等教育の普及と高等・専門教育の充実に力

を入れている（義務教育対象年齢は 6 歳から 16 歳までの 9 年間）。また，女性

の権利保障と社会進出を重視した法整備も進められてきた。特に，1956 年個人

地位法により一夫多妻制の禁止や夫の一方的決定による離婚の禁止等が保障さ

れており，家族計画の普及にも積極的である。2017 年 7 月には，女性に対する

暴力を防止，処罰するための新法が制定され，同年 8月にはエセブシ大統領が，

相続における両性の平等実現とチュニジア人女性と非ムスリムの結婚手続きの

簡素化に向けた議論の開始を提言した。 

… 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2020年‐チュニジア（仮訳）」（2021年 3月 30日）

＜入管庁ウェブ収録＞ 

概要 

チュニジアは立憲共和国であり、多党制一院制議会制度を有し、大統領は憲法に

明記された権限を有する。2019 年にチュニジアは、2014 年に初めて行われた民主

的選挙以降の最初の権力移行期に議会選挙と大統領選挙を行った。2019 年 10 

月、チュニジアは自由かつ公正な議会選挙を行い、その結果、ナフダ党（Nahda 

Party）が過半数の票を獲得し、新政権を結成する機会を得た。カイス・サイード

（Kais Saied）大統領は政党に属さない無所属候補としてチュニジアの 2 回目の民

主的な大統領選挙に勝利した後、2019 年 10 月 23 日に就任した。選挙の 3か月

前、カイド・セブシ（Caid Essebsi）前大統領が自然死し、サイード大統領の就任ま

では大統領代行を務めたモハメド・エンナセウル（Mohamed Ennaceur）議会議長

（Speaker of Parliament）に権力が移譲された。（2020 年）2 月 20 日、 議会はエ

リエス・ファクファク（Elyes Fakhfakh）首相（Prime Minister）の内閣を承認した。

ファクファク首相は（2020 年）7 月 15 日、利益相反の嫌疑に対応する形で、議

会での不信任投票に先立って辞任した。（2020 年）7 月 25 日、サイード大統領は

ヒチェム・メチチ（Hichem Mechichi）内務大臣（Interior Minister）兼首相付きを指

https://www.moj.go.jp/isa/content/001380813.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri03_00007.html
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名した。（2020 年） 9 月 2 日、議会はメチチ内閣を承認した。 

… 

 

ウ HRW「ワールドレポート 2021‐チュニジア」（2021年 1月 13日） 

2019 年に選出されたカイス・サイード大統領は, 2015 年に首都チュニスで起こ

った大統領警護隊 12 人が死亡したテロ事件以来発令されていた非常事態宣言を 5

月 30日に延長した。 

 

エ HRW「ワールドレポート 2020‐チュニジア」（2020年 1月 14日） 

エセプシ大統領、そしてモハメド・エナセウール暫定大統領によって延長された

非常事態宣言は年間を通して継続された。 

 

2 人権状況 

(1) 人権状況全般 ＜2022年 11月 24日更新＞ 

ア 外務省「チュニジア基礎データ」（2022年 8月 25日） 

（11）ベン・アリ政権下では，言論・報道の自由，情報アクセス権の制限，政府に

よる検閲等，政府による人権の抑圧が指摘されていたが，革命後の新政権はこれ

らの自由・権利を認めた。その結果，多くの報道機関が生まれ，NGO等の市民

活動が活発になったが，他方で労働争議や暴力的な抗議活動，また，サラフィス

トと呼ばれる保守的なイスラム主義者による暴力行為が頻発した。特に南部・内

陸部を中心に，雇用・開発を要求する若者による座り込みなどの抗議運動が 2017

年現在も継続しており，経済活動に打撃を与えている。 

（12）近年、軍・治安当局に対する攻撃を除き、外国人等のソフトターゲットを狙

ったテロ事件は、2002 年のジェルバ島のシナゴーグ爆破事件以降発生していな

かった。しかし、2015 年に入り、3月のバルドー博物館襲撃テロ事件（邦人 3名

を含む外国人観光客 21名が死亡）、6月のスースにおける銃撃テロ事件（外国人

観光客 38名死亡）と、外国人観光客を標的にしたテロ事件が続けて発生した。

同年 11 月にはチュニス中心部で大統領警護隊バス爆破テロ事件が発生し、全土

に非常事態宣言が発出された（2019 年 7 月現在まで継続中）。2016 年 3 月には

南部リビア国境近くの町・ベン・ゲルダンで、リビアから侵入したテロリストに

治安施設が襲撃される事件が発生したが、この事件を最後に、2022 年 8 月現在

まで民間人が標的となった大規模なテロ事件は発生していない。 

 

イ 外務省海外安全ホームページ「チュニジアの危険情報【危険レベルの継続】（内

容の更新）」（2021年 6月 17日） 

1 概況 

https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/tunisia
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/tunisia
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/tunisia/data.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T055.html#ad-image-0
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T055.html#ad-image-0
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（1）2015 年から 2016 年にかけて、チュニジア国内では大規模なテロ事件が連続

して発生しました。2015 年 3 月には、首都チュニスのバルドー国立博物館にお

ける襲撃テロ事件により、日本人 3人を含む 22人が死亡しています。 

（2）このような状況を踏まえ、チュニジア治安当局は大幅に警備強化を図り、ま

た、日本を含む主要先進国などから治安分野で多くの人的・物的支援を受けまし

た。その結果、治安当局のテロ対処能力は大幅に向上し、現在、チュニジアの治

安情勢はおおむね落ち着きを見せています。 

… 

（5）チュニジア国内の治安状況は改善しているものの、「イラク・レバントのイス

ラム国」（ISIL）等のイスラム過激派組織又はこれらの主張に影響を受けている

とみられる者によるテロが世界各地で発生しており、とりわけ過去に観光客を

標的としたテロ事件が連続して発生しているチュニジアにおいては、再び日本

人がテロを含む様々な事件に巻き込まれる可能性がないとは言い切れません。

チュニジアからは多数の戦闘員が ISIL に参加していたことから，イラク、シリ

アでの ISIL の退潮に伴う、これら戦闘員の動向にも注意が必要です。 

 

ウ 米国国務省「人権状況報告 2020年‐チュニジア（仮訳）」入管庁ウェブ（2021

年 3月 30日） 

概要 

… 

重大な人権問題の例として以下が挙げられた：不法又は恣意的な殺害（主にテロ

リスト集団によるもの）、政府職員による拷問の申立て、テロ対策又は緊急事態関

連法の下での容疑者の恣意的な逮捕及び拘禁、表現及び報道の自由に対する不当

な制限（名誉棄損を刑事犯罪とする規定を含む）、政府が対策を講じたにも関わら

ず蔓延する汚職、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー及びイ

ンターセックスの人々を標的とする社会的暴力及び暴力の脅威、合意の上での同

性同士の性行為を刑事犯罪とする規定による結果的な治安部隊による逮捕や虐

待、ならびに最悪の形態の児童労働。 

政府は虐待を働いたとされる職員を調査する措置を講じたが、警察、治安部隊及

び拘禁施設による虐待に関する捜査は透明性を欠き、頻繁に長期の遅延や手続上

の障害に直面していた。 

 

エ OSAC「犯罪・安全報告 2019年：チュニジア」（2019年 4月 29日） 

地域、地域、国際テロリズムの脅威／懸念 

チュニスではテロによるリスクが高く、2015年 11月にチュニスで発生したテロ

事件後に発令された非常事態宣言は現在も継続中である。政府は毎月非常事態宣

言を更新・再発動しているが、その期限は明確にしていない。 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001380813.pdf
https://www.osac.gov/Content/Report/d1cff56d-e48f-41f4-a39a-15f4aec9b7b4
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(2) 国境地帯の状況 

ア 外務省海外安全ホームページ「チュニジアの危険情報【危険レベルの継続】（内

容の更新）」（2021年 6月 17日） 

●アルジェリア及びリビアとの国境地帯を含む南部砂漠地帯の一部は、テロリス

トが頻繁に往来する地域とされ、軍事緩衝地帯に設定されています。不測の事態

に巻き込まれるおそれがありますので、同地域への渡航は止めてください。 

●カスリン県のシャアンビ山周辺はテロ組織が潜伏・活動している主要拠点とみ

られており、地元住民がテロ組織により埋設された地雷で死傷する事件等が発

生しています。同地域への渡航は止めてください。 

●ジャンドゥーバ県（タバルカに至る幹線道路（国道 7号線）以北を除く）、ケフ

県、シディブ・ジッド県、ガフサ県、トズール県（アルジェリア国境付近に限る）

及び南部砂漠地帯の一部には、テロリストが潜伏している可能性があります。同

地域への不要不急の渡航は止めてください。 

1 概況 

… 

（3）一方で、西部山岳地帯では、現在

も治安部隊によるテロ掃討作戦が実施

されています。また、アルジェリア及び

リビアとの国境地帯を含む南部砂漠地

帯の一部においては、政情不安定なリ

ビア等からテロリストが侵入する可能

性があるため、引き続き注意が必要で

す。 

… 

2 地域別情勢 

(1) アルジェリア及びリビアとの国境

地帯を含む南部砂漠地帯の一部及びカ

スリン県 

 レベル 3：渡航は止めてください。（渡

航中止勧告）（継続） 

 

ア アルジェリア及びリビアとの国境

地帯を含む南部砂漠地帯の一部 

 2013 年 8 月、マルズーキ大統領（当

時）は、密輸武器の流入阻止等のテロ対

策のため、アルジェリア及びリビアとの国境地帯を含む南部地域一帯を軍事緩

衝地帯に設定することを宣言しました。設定された軍事緩衝地帯はテロリスト

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T055.html#ad-image-0
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T055.html#ad-image-0
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や武器商人などが頻繁に往来する地域とされており、同宣言は現在も有効です。 

 その範囲は、西はアルジェリア国境地帯に位置するアル・マトローハ（Al-

Matrouha）以南、東はリビア国境の検問所が位置するラスジェディール（Ras 

Jedir）以南の国境地帯、そしてタタウィン県のエル・ボルマ（El-Borma）とロル

ゾット（Lorzot）を結ぶ線より南側全域となります。 

 これらの地域への立入りには管轄する県知事の許可が必要なほか、カンボー

ト(Kambout)、アル・カモール(Al-Kamour)、アル・ジべイル（Al-Jbeil）もしくは

アル・マトローハ、または申請者が許可を得た際に指定される場所で検問を受け

る必要があります。また、仮に許可を得た後でも、同地域においては当局の指

示・命令に従う義務があり、従わなかった場合、治安当局は警告射撃なしで発砲

することが許されています。 

 

イ カスリン県 

 同県のシャアンビ山周辺は、「イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ」

（AQIM）に忠誠を誓うテロ組織「ウクバ・イブン・ナーフィア旅団」及び ISIL

に忠誠を誓うテロ組織「ジュンド・アル・ヒラーファ」が潜伏・活動している主

要拠点とみられています。 

 2013 年以降、治安当局が大規模な掃討作戦を展開し、現在では小規模なグル

ープが主に山中に潜伏するだけとなっていますが、掃討作戦は現在も継続中で

す。また、同地域では、地元住民がテロ組織により埋設された地雷で死傷する事

件も発生しています。 

  

 ついては、これらの地域への渡航は、どのような理由であれ止めてください。 

 

イ OSAC「犯罪・安全報告 2019年：チュニジア」（2019年 4月 29日） 

2011 年の革命以降、国内の一部、特にリビアやアルジェリアとの国境沿いの地

域では治安状況が悪化している。警察と軍は、特にアルジェリアとリビアの国境付

近（Kasserine、El Kef、Jendouba、Sidi Bouzid、Gafsa、Ben Guerdane を含む）で、

テロ組織と戦い、テロ拠点を崩壊させる作戦に従事している。ほとんどの国境作戦

は、チャアンビ山の軍事閉鎖区域で展開されている。 

 

3 関連する政治組織、政治活動／政府批判（労働運動含む） 

(1) 政府批判者の取扱い ＜2024年 3月 15日更新＞ 

＜参考＞ドイツ連邦シュッツガルト行政地方裁判所 2023 年 7 月 18 日判決＜Asyl 

Net掲載＞ 

27 最後に、原告が治安当局やサイード大統領を批判したことで訴追される可能

性もかなり高い。裁判所は、文書化された事例がそれほど多くないこと、報道さ

れた事例が主に野党社会民主党「民主主義潮流」のガジ・チャウアチ書記長のよ

https://www.osac.gov/Content/Report/d1cff56d-e48f-41f4-a39a-15f4aec9b7b4
https://www.asyl.net/rsdb/m31746
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うな目立った地位にある人物に関するものであることを認識していないわけで

はない。しかし、著名なジャーナリストや野党政治家など、メディア報道の目立

った地位にある人物についての関心が、そのような地位にない人物よりも高い

ことに留意すべきである。また、著名な地位にない人物がブログやフェイスブッ

クの投稿を公開したことを理由に有罪判決を受けたという報告もある。［2023 年

6 月 20日付のドイツ・ラジオ局ドイチュラントフンク〔Deutschlandfunks 〕の報

道「チュニジアの権威主義的転回〔Autoritäre Kehrtwende in Tunesien〕」によると、

チュニジア・ジャーナリスト協会の会長は、弾圧はもはや政府に批判的な政治家

だけでなく、ジャーナリストや活動家、NGO、若い音楽家、政府の路線に反対

するすべての人に及んでいると説明した。ドイチュラントフンクの報道によれ

ば、専門家らは政治については語らず、経済や社会問題についてしか語らない。

市民社会のメンバーは、もはや引用されることをまったく望んでいないか、匿名

でしか望んでおらず、街頭調査で政治的な質問に答える者はほとんどいない。… 

※ 原文ドイツ語。訳文は、DeepL.com による翻訳に修正を加えた仮訳です。 

 

ア AI「アムネスティ・インターナショナル年次報告 2021/22 年版‐チュニジア」

ecoi.net（2022年 3月 29日） 

表現の自由 

当局は、非暴力的な言論をした人々を如何様にも解釈できる曖昧な表現に満ち

た法律を引き合いに出して、侮辱、名誉毀損、暴力の扇動の罪で、捜査したり、民

事・軍事両法廷での起訴を継続した。 

1 月には、警察による暴力や貧困に抗議する動きが高まる中、警察による弾圧と

官僚の汚職疑惑に批判的なフェイスブック投稿を理由に、アーメド・グラムが略奪

扇動容疑でチュニスの警察により逮捕された。彼は裁判所が無罪判決を下すまで

の 11日間こう留された。さらに、チュニスの警察は別の活動家ハムザ・ナスリ・

ジェリディを、警察官を侮辱したとして、平和的に抗議しているにもかかわらず彼

を逮捕した。彼は 3 日間こう留されたが、裁判官が裁判を待たずに釈放するよう

命じた。 

… 

 

イ HRW「ワールドレポート 2022‐チュニジア」（2022年 1月 14日） 

2021 年、治安部隊は国内のいくつかの地域で、社会経済的抗議行動を抑え込む

ために暴力を行使し続けた。1月には、いくつかの都市で警察がデモ隊を殴打し、

数百人（その多くは未成年者）を拘束。スベイトラ市では、警察との衝突で若い男

性が死亡した。スファックスとシディ・ハシーンでは、警察との衝突で少なくとも

2人の男性が死亡した。 

… 

https://www.deutschlandfunk.de/tunesiens-autoritaere-kehrtwende-schrumpfende-freiraeume-unter-praesident-saied-dlf-9a5bd9ba-100.html
https://www.ecoi.net/en/document/2070284.html
https://www.ecoi.net/en/document/2070284.html
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/tunisia
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表現、結社、集会、良心の自由 

チュニジア治安部隊は、1 月 15 日に発生した全国的な抗議行動において、経済

的苦境を訴え、社会正義と警察による弾圧の停止を要求する抗議デモを弾圧する

ために、過剰な暴力行使をしたとされる。警察隊はデモ参加者を殴打し、多くの未

成年者を含む数百人を逮捕し、デモを解散させるために催涙弾を過剰発射したり、

ジャーナリスト攻撃をしたとされる。スベイトラ出身のヘイケル・ラクディ（21

歳）は、抗議行動中に警察隊から受けた頭部負傷が原因で、1月 18日に死亡した。 

1 月 17 日、チュニス近郊のムルージ地区では、警察の弾圧、不処罰、腐敗した

統治を批判するフェイスブックへの投稿を理由に、警察が 25 歳の学生アーメド・

グラムを自宅で逮捕した。当局はグラムを「混乱と無秩序行動を扇動した」と非難

した。グラムは、無罪となり釈放されるまで、裁判前勾留で 11日間を過ごした。 

 

ウ HRW「ワールドレポート 2021‐チュニジア」（2021年 1月 13日） 

表現、結社、集会、良心の自由 

当局は、刑法やその他の法律の抑圧的な規定を多く流用して公職者に対する批

判を含む発言を処罰してきた。テブルバ出身のアニス・マブルーキとエル・ケフ出

身のハジャー・アワディという 2 人のソーシャルメディア活動家が 4 月に別々の

事件で逮捕され、コロナ禍による財政難に対する政府の対応が不十分あるいは不

正であるとフェイスブック上で批判した事を理由に起訴された。検察は両者を「公

共秩序を乱した」罪で起訴した。また、マブルーキに関しては「有罪の証拠も示さ

ずに公務員の職務に関連する犯罪を告発した」罪で、アワディは「公務員を侮辱し

た」罪でそれぞれ起訴された。裁判所はマブルーキを無罪としたが、アワディに 2

ヵ月半の禁錮刑と罰金刑を言い渡した。この記事を書いている時点では、彼女は控

訴中で釈放されている。 

… 

 

エ AI「チュニジア： 訴追増加で表現の自由が危機に」（2020年 11月 9日） 

アムネスティ・インターナショナルは、2018 年から 2020 年にかけて、少なくと

も 40人のブロガー、広くフォローされているフェイスブックページの管理者、政

治活動家、人権擁護者らが、地方当局や警察、その他の国家公務員に批判的なオン

ライン投稿を公開したという理由だけで、刑事訴追に直面していることを明らか

にした。 

… 

これらのケースのほとんどは実刑判決には至らなかったものの、取り調べの呼

び出し、起訴、そして実刑判決を伴う罪状での裁判そのものが、公務員に対して批

判的な意見を表明する人々に対する嫌がらせや脅迫に相当し、かなりの抑制効果

をもたらすだろう。 

https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/tunisia
Tunisia:%20Freedom%20of%20expression%20at%20risk%20as%20prosecutions%20rise
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チュニジアはアラブ反乱の唯一の成功例とされ、あらゆる表現の自由を保障す

る安全な環境を育んできたと評価されているが、一方で、内務省は今では公然と、

警察の行為に対する正統な批判をした人々を起訴すると脅し、汚職疑惑の事例を

明らかにしたり、当局を批判したり、ネット上で当局者を「侮辱」しているとみな

されたフェイスブックの投稿に対する起訴が着実に増えている。 

… 

 

オ HRW「ワールドレポート 2020‐チュニジア」（2020年 1月 14日） 

 チュニジア当局は、2011 年 11 月に、書記媒体に適用される法的枠組みを自由

化する「報道の自由に関する政令第 115 号」を採択したにもかかわらず、刑法やそ

の他の法規の抑圧的な条文に基づき、平和的な表現を訴追し続けた。現在進行中の

起訴は、内部告発者や内部告発者になりうる人々に打撃を与えた。 

5 月 28日、チュニスの自宅で警察により逮捕されたヤシーヌ・ハムドゥーニは、

ゴルジャニの犯罪対策警察旅団に連行され、2019 年 5 月の 2 つのフェイスブック

投稿に関して尋問された。それらの投稿の中で、彼は治安当局の高官が公用車を私

的な目的のために不正に使用していると非難した。これに対し、6月 6日、チュニ

ス第一審裁判所は、ハムドゥーニに対し、名誉毀損、「虚偽情報」の流布、証拠を

示さずに役人の不正行為を非難した罪、「公衆通信網を通じて他人を傷つけた」罪

で有罪判決を下し、禁錮 1年（控訴により 6カ月に減刑）を言い渡した。 

 

(2) ナフダ運動（Al-Nahda） ＜2023年 6月 29日追加＞ 

ア 米国国務省「宗教の自由に関する国別報告 2022年‐チュニジア」（2023年 5月

15日） 

 ブルッキングス研究所の分析によれば、新憲法下のイスラム教の担う役割に関

する文言は「チュニジアの実際のイスラム主義政党でさえ敢えて導入しなかった

もの」であり、チュニジアのある学者の言葉を引用して、この憲法は「神権的なイ

スラム国家の基礎」を打ち立てることを可能にし得ると述べている。 10 月 15 日

には、イスラム民主主義者で構成されると自称するナハダ党を含む、政府に反対す

る対立グループがチュニスで大規模なデモを行い、政府と新憲法に抗議した。 

 

イ 米国国務省「国別人権状況報告 2022年‐チュニジア」（2023 年 3月 20日） 

 恣意的逮捕 ... 

2021 年 12 月、内務省はナフダ党副党首ヌールディン・ビリと元内務省職員フ

ァティ・バルディの二人を、正式な罪状を明かすことなく拘束した。ビリは拘束直

後からハンガーストライキを開始し、1月 2日には病院に移送された。ナフダ党と

市民団体は、ビリの病院での拘留と健康状態の悪化について定期的に懸念を表明

していた。アムネスティ・インターナショナルによると、バルディが拘束されてい

https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/tunisia
https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/tunisia
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia
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る場所は公表されていない。 ... 

ナフダ党のラチェド・ガヌーシ党首は、犯罪関与の疑いで、この 1 年間に数回

取り調べを受けた。ナハダ党は、捜査は政治的動機によるものだと主張している。

さらに、警察労働組合は、ガヌーシがナフダ党の同僚の「専制政治」に対抗する勇

気を弔辞の中で称賛したことが、警察に対する扇動にあたるという理由で訴えを

起こした。これに関連しガヌーシは 2023年 2月 21日に審問を受ける予定である。

ガヌーシは 8 月にも同様の疑惑で尋問を受けている。ガヌーシはまた、外国の紛

争地域で戦うためにチュニジア人の渡航を斡旋した疑惑に基づく捜査をも受けて

おり、11月 28 日現在、取り調べを受けている。 

 

裁判手続き 

… 

2 月 8 日、軍事裁判所は、国外に居住するナフダ党国会議員で弁護士のベチー

ル・チェビに対し、「軍の尊厳を傷つけた」として欠席裁判で懲役 8ヶ月の判決を

下した。情報筋によると、チェビ氏の起訴は、大統領の「例外的措置」に反対する

政治集会での発言に起因するとの事。 

 

ウ ICG「サイードのチュニジア： 対話の促進と経済の立て直しで緊張緩和を」

（2022年 4月 6日）＜ecoi.net収録＞ 

要旨 

2021年 7月 25日のカイス・サイード大統領の権力奪取後、チュニジアはかつて

ない程の暴力の危機に直面している。同大統領は憲法を部分的に停止した後、愛国

主義的で大衆迎合的な言説を強めており、経済的・社会的課題は困難なものとなっ

ている。EUと米国は、サイードに対して軌道修正するよう圧力を強めており、特

に国家が対外債務を返済できない場合は援助削減を脅している。これは危機を悪

化させる可能性がある。このような状況は、親サイード派と反サイード派の二極化

をさらに進める可能性もある。大統領は抑圧的な手段に出るかもしれないが、それ

は深刻な騒乱を引き起こし、政治的孤立を深め、この国を未知の領域に引き込む可

能性がある。このような事態を防ぐために、サイードは国民対話に同意し、経済政

策を政府閣僚に任せるべきである。チュニジアの主要パートナーは、チュニジアの

明るい経済的未来の見通しを提示することで、大統領に交渉による憲法秩序への

復帰を受け入れるよう促すべきである。 

サイード大統領は 2021 年 7 月 25 日に非常事態を宣言し、統治権を自らの手に

集中させた。彼は議会を停止し、首相を罷免し、9 月 22 日に非常事態を規定する

政令を発布した。また、臨時最高司法評議会を創設して自らの管理下に置き、2022

年 3月 30日には議会を解散した。チュニジア国民は概ね市民的自由を享受し続け

ているが、特にイスラム主義に影響されたグループ「アン・ナハダ」や「尊厳連合」

の多くの政治家が投獄されており、多くの見方は権威主義への移行を懸念してい

https://www.ecoi.net/en/file/local/2070851/232-saieds-tunisia-english-exec-sum.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2070851/232-saieds-tunisia-english-exec-sum.pdf
https://www.ecoi.net/
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る。 

大統領の人気は依然として高いが、同時に大統領への反発も強まっている。サイ

ード大統領の支持者は数千人だが、その数は減少している。一方の反サイード派の

組織化も進んでおり、同じく数千人規模の支持者を抱えている。前者は主に汎アラ

ブ民族主義過激派、極左、あるいは将来に不安を抱く不遇な若者たち、そしてア

ン・ナフダに敵対する民族主義者である自称「主権主義者」で構成されている。サ

イードの熱烈な支持者は、単に権力の強化だけでなく、草の根民主主義の一種であ

る新しい政治システムの計画を推進している。これに対し、反サイード派はイスラ

ム主義活動家や 共感者、無党派層で構成され、その多くはジーヌ・エル・アビデ

ィーヌ・ベン・アリ大統領（1987～2011 年）としばしば対立したホワイトカラー

職が大半を占めている。独裁政治への逆戻りを恐れるこの派閥は、非常事態の終結

を求めている。この 2 つのグループが対立する中、ソーシャルメディアへの扇動

的な投稿や抗議と反抗の繰り返しにより、政治的な分極化が進んでいる。 

… 

 

エ 米国国務省「人権状況報告 2020年‐チュニジア（仮訳）」（2021年 3月 30日）

＜入管庁ウェブ収録＞ 

概要 

…2019 年 10 月、チュニジアは自由かつ公正な議会選挙を行い、その結果、ナ

フダ党（Nahda Party）が過半数の票を獲得し、新政権を結成する機会を得た。カイ

ス・サイード（Kais Saied）大統領は政党に属さない無所属候補としてチュニジア

の 2 回目の民主的な大統領選挙に勝利した後、2019 年 10 月 23 日に就任した。

選挙の 3か月前、カイド・セブシ（Caid Essebsi）前大統領が自然死し、サイード

大統領の就任までは大統領代行を務めたモハメド・エンナセウル（Mohamed 

Ennaceur）議会議長（Speaker of Parliament）に権力が移譲された。（2020 年）2 月 

20 日、 議会はエリエス・ファクファク（Elyes Fakhfakh）首相（Prime Minister）

の内閣を承認した。ファクファク首相は（2020 年）7 月 15 日、利益相反の嫌疑

に対応する形で、議会での不信任投票に先立って辞任した。（2020 年）7 月 25 日、

サイード大統領はヒチェム・メチチ（Hichem Mechichi）内務大臣（Interior Minister）

兼首相付きを指名した。（2020 年） 9 月 2 日、議会はメチチ内閣を承認した。 

※前掲 

 

オ 渡邊祥子「革命後チュニジアの政治的不安定」アジア経済研究所『アフリカレ

ポート』51巻（2013年） 

1989 年の創設以来、非合法団体でありつづけたナフダが政党として認可されたの

は 2011 年 3 月であり、2011 年 1 月の政変から数えても 10 月の制憲議会選挙ま

で 9 カ月ほどしかなかった。この短期間のうちに、ベン・アリー政権による弾圧か

ら逃れ、長らくイギリスに亡命していたナフダの著名な指導者、ラーシド・ガンヌ

https://www.moj.go.jp/isa/content/001380813.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri03_00007.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/africareport/51/0/51_63/_html/-char/ja
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ーシー（Rāshid al-Ghannūshī）の 20 年ぶりの帰国、恩赦法 16による活動家の釈放、

合法政党としての組織再建が行われた。ナフダには 1989 年の国政選挙の際に唯一

の選挙参加経験があるが、この時も政党としては認可されず、活動家は無所属候補

と して参加することを強いられ、しかも不正選挙のために 1 人の当選者も出なか

った［Sadiki 2002］。… 

… 

（1）政党組織 

ナフダの第 1 の問題は、イスラーム運動組織と政党組織が区別されていないこ

とである。エジ プトのムスリム同胞団系「公正自由党」などのいわゆるイスラーム

政党は、母体となったイスラーム運動体と政党とが、組織上別の団体として立ち上

げられている場合が多い。これに対し、ナ フダは社会運動組織がそのまま政党を兼

ねている形態である。現在のナフダは、選挙で選ばれる代表、党員 150 名で構成さ

れるシューラー議会（「シューラー」はアラビア語で「協議」の意味）の 2つの常設

決定機関があり、執行機関として執行部が任命され、民主的な分権体制を形作って

いる 17。トロイカ体制成立時に首相に任命されたジバーリーは執行部の長（al-amīn 

al‘āmm）という地位にあり、これは総書記（Secretary General）と訳されることもあ

るが、「党首」に該当する のは彼ではなく、代表（al-ra’īs）の地位にあるガンヌー

シーである。ガンヌーシーはナフダの精神的指導者として大きな影響力を持ってい

るが、何らの公的な役職にも就いていない。 

… 

（2）社会的基盤 

2011 年 10 月の制憲議会選挙は、ナフダが特定の地域や社会階層を基盤としてお

らず、都市部でも農村でも票を集めており、かつかなり広い社会層の支持を得てい

ることを明らかにした［岩崎 2012; Gana, Van Hamme and Ben Rebah 2012］。革命時

の大衆蜂起が最も激しかった（死者が多かった）地域であり、チュニジアで最も貧

しい地域に当たるスィーディー・ブーズィード県出身の実業家が創設した「自由・

公正・発展のための民衆請願」（注 8 を参照）は、スィーディー・ブーズィードや

近隣のカスリーン県などを中心にした選挙キャンペーンを行い、公共交通の無償化 

などの具体的な公約を打ち出して人気を得た点で、特定の地方的基盤と支持層を持

った政党と言える。CPR も、党首マルズーキーの家族の故郷であるケビリー県で得

票率が高かった。これらの例に対して、ナフダの得票には地域的な偏りがなかった
20。社会層においては、ナフダの得票は、都市部では富裕な地区より庶民的地区ない

し混合地区で支持が厚い傾向にあった。CPR、タカットルが大都市の富裕な人々が

住む地区から票を得ている事実と対照的である。 

… 

 

4 ジェンダー、DVおよび子ども 

(1) 女性 ＜2025年 5月 8日更新＞ 
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ア HRW「ワールドレポート 2022‐チュニジア」（2022年 1月 14日） 

性的指向と性別自認 

… 

3 月 4 日、チュニスの裁判所は、同性愛者でフェミニストの活動家であるラニ

ア・アムドゥーニに対し、「職務遂行中の公務員を侮辱し、"困惑と混乱を引き起こ

し"、"明らかに泥酔していた"」として、6 カ月の禁錮刑と罰金刑を言い渡した。 

警察は、2 月 27 日、アムドゥーニが路上やネット上で警察官から受けた度重な

る嫌がらせに関する被害届を警察官に拒否されことで警察署の前で叫んでいたア

ムドゥーニを逮捕した。3 月 17 日、チュニスの控訴裁判所は彼女の有罪判決を支

持し、刑の執行を猶予した。釈放後、アムドゥーニはフランスに亡命した。 

 

イ IRBC「クエリー回答［TUN105651.FE］チュニジア：特にチュニスに住む独身

または一人暮らしの離婚した女性の状況；社会的地位、教育レベル、経済的自

立が彼女たちに及ぼす影響、また、彼女たちが雇用や住居へのアクセスができ

るかどうか、彼女たちが利用できる支援サービス（2014 年～2016 年 10 月）」

（2017年 1月 20日） 

2. 一人暮らしの女性の状況 

… 

離婚者、独身者あるいは寡婦以外にも、専門職に従事し技能向上研修に参加する

といった理由で近年では家族と離れて一人暮らしをするチュニジア人女性が増え

ている。(LTDH、2016年 10月 24日） 

しかし、同代表によると、離婚した女性や未亡人としての地位はまだまだ社会一

般では受け入れられず、女性はこうした風潮を恐れる傾向にあると指摘している。

(翻訳) とはいえ、必要と判断されれば離婚する選択肢はあるとも言われている」

（同上）。アムネスティ・インターナショナル（AI）も、離婚した女性［AI 英語版］

は「スティグマ・社会的偏見」の犠牲者であると報告している（AI、2015年 11月

25 日、22）。同団体が相談した家庭内暴力［AI 英語版］の分野で活動する弁護士

によると、［AI 英語版］「離婚した女性は一般的に社会から悪く思われている」と

付け加えた（同書）。 

… 

 

ウ IRBC「クエリー回答［TUN105307.FE］チュニジア： チュニジア：ドメステ

ィック・バイオレンス（法律、国家による保護、支援サービスなど）（2012 年

～2015年 11月）」（2016年 1月 8日） 

2.1 家庭内暴力 

… 

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/tunisia
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456891&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456891&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456891&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456891&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456328&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456328&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456328&pls=1
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「中東・北アフリカにおける女性の権利」と題するフリーダムハウスの出版物に

よれば、1993 年に刑法が改正され、家庭内暴力が犯罪化された（フリーダムハウ

ス、2010 年、5）。情報源によれば、被害者が配偶者である場合、刑法はより重い

刑罰を規定している（同書；米国、2015 年 6 月 25 日、15；FIDH 2014 年 6 月 2

日）。連結版刑法第 218条は以下の通りである： 

［翻訳］。 

第 218 条（新）-1993 年 7 月 12 日、法案第 93-72 号により改正-第 319 条［2］

に規定されていない故意の傷害、殴打、その他の暴力行為または暴行を行った者

は、1 年の禁錮刑および 1000 ディナール（1000d［約 683 カナダドル］）の罰金に

処される。 

また、加害者が被害者の親族または配偶者である場合、2年の禁錮刑および 2000

ディナール（2000 カナダドル）の罰金に処する。更に、その行為が計画的に行わ

れた場合は、3年の禁錮刑と 3000ディナールの罰金に増刑される。 

被害者である親族または配偶者の告訴の取り下げは、起訴、訴訟手続きおよび刑

の執行を停止する。（チュニジア、1913年、第 218 条）。 

アムネスティ・インターナショナルは、【AI 英語版】「暴行（家庭内暴力を含む

家族内暴力）の訴えは、加害者や家族からの圧力によって取り下げられることが多

い」と述べている（AI、2015年 11月、5）。 

2013 年に国連人権理事会に提出した報告書の中で、法律上および慣行上の女性

差別問題に関する作業部会は、[国連英語版]「暴行の被害者による訴えの取り下げ

により、218 条が手続の終了または有罪判決の取り消しを規定していることに懸念

を抱いている」と述べている（国連、2013年 5月 30日、パラ 36）。この情報源は、

2010 年に［国連英語版］「女性差別撤廃委員会が非常に多くの訴えの取り下げを指

摘した」ことを示している（同書）。しかし、このジャーナリストは、［訳注］「重

大な傷害がある場合、検察官は、訴状が取り下げられたとしても、......手続きを継

続することを決定することができる」と述べてはいるが（ジャーナリスト、2015年

8月 31日）。... 

… 

 

エ AI「暴行され非難される：チュニジアにおける性とジェンダーに基づく暴力

（Assaulted and accused: Sexual and gender-based violence in Tunisia）」（2015 年

11月 15日）＜ecoi.net収録＞ 

チュニジア法上、10 代の女性及び少女への強制性交犯及び誘拐犯は、被害者が

同意する限り同被害者と結婚することにより起訴を免れることができる［注 41］。

いずれのケースにおいても、犯人と被害者の間の婚姻により、刑事手続きは終了さ

れる。強制性交に関しては、結婚から 2 年以内に夫の求めに応じて離婚が宣言さ

れた場合は、起訴が再開される。 

刑法 227条の 2では、10代の女性及び少女に対する強制力なしの「不同意性交」

https://www.ecoi.net/en/file/local/1094083/1830_1459952269_mde3028142015english.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1094083/1830_1459952269_mde3028142015english.pdf
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の行為を犯罪とされているが、少年及び男性に対する当該行為は明示的に禁止さ

れていない［注 42］。アムネスティ・インターナショナルは、当該行為は強制性交

を構成すると考えている。227条の 2は、15 歳未満の女児に対する強制性交には 6

年の禁錮刑を、少女が 15 歳以上 20 歳未満の場合は 5 年の禁錮刑を科している。

238 条の規定により、子どもの誘拐は、子どもの性別に関わらず、子どもが 13 歳

から 18 歳までの場合には 3 年以下の禁錮刑を、子どもが 13 歳未満の場合は 5 年

以下の禁錮刑に処される。但し、少女の誘拐の事案においては、239 条の規定によ

り、犯人に対する起訴手続きは、犯人が被害者と結婚し次第すべて取り下げられ

る。 

上記規定は、強制性交犯または誘拐犯がその後で被害者と結婚した場合にその

処罰を免除するものであり、被害者が被った危害よりも家族の「名誉」を守ること

を重視する社会の姿勢に基づいている。 

 

オ OFPRA「チュニジア：強制結婚」（2017年 2月 22 日）＜refworld＞ 

ノルウェー当局に移住者の出身国に関する情報を提供する独立機関である

Landinfo は、2012 年 10 月にチュニジアで実施された情報収集ミッションに基づ

き、2013 年に発表された報告書において、強制結婚の現象が「チュニジアでは稀

である」と指摘している［注 3］。これは、チュニジア法で義務付けられている「両

当事者の合意に基づく結婚」が優先されるためである［注 4］。さらに、同報告書

は次のように述べている。「チュニジアの女性の一部が望まない結婚を迫られる可

能性があることは想定されるが、その規模を定量化することは不可能である」［注

5］。 

その一方で、チュニジアでは、特に大世帯や農村部において［注 6］、結婚の取

り決めが依然として重要な役割を果たしているようである。これはマグリブ地方

でよく言われる諺「私たちの財産は他人に渡してはならない〔Khirna mechi el 

ghirna〕」に由来している［注 7］。取決め結婚は、特に親族間の結婚に多く見られ

る［注 8］。チュニジアのチュニス医科大学教授で先天性・遺伝性疾患部門の責任

者であるハビバ・シャブーニの推計によると、2015 年時点でチュニジアの結婚全

体の 20 乃至 30 パーセントを占めるとされている［注 9］。この現象を防止するた

め、チュニジア政府は従兄弟（姉妹）同士の男女を対象とした婚前相談制度を導入

した［注 10］。 

 

(2) DV被害者等の保護 

ア IRBC「クエリー回答［TUN105307.FE］チュニジア： チュニジア：ドメステ

ィック・バイオレンス（法律、国家による保護、支援サービスなど）（2012 年

～2015年 11月）」（2016年 1月 8日） 

3.2 警察 

… 

https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2017/fr/119751
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456328&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456328&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456328&pls=1
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Rue89（フランスのニュースサイト）のインタビューで、AFC（Association femme 

et citoyenneté: 女性と市民のための協会）の創設者の一人であるカリマ・ブリニは、

警察署での暴力被害者の扱いは「嘆かわしい」と述べた（Rue89、2013 年 6 月 7

日）。 

2010年に発行されたフリーダムハウスの出版物によれば、「警察官はしばしば、

客観的な捜査を行ったり、家庭内暴力から被害者を保護するために必要な訓練を

充分受けていないか、予算や人員に不足している」（フリーダムハウス、2010 年、

10）。 

同じ情報源は、「（ジェンダーに基づく）性的暴力のケースの多くは、被害者やそ

の家族によって報告されないが、その理由のひとつは、そのような主張に対する調

査を実効性のあるものにするのが難しいからである」（同上）と付け加えている。

2015 年 9 月、議会委員会の委員長も、DV に関する警察官への研修の欠如と、警

察［訳注］が「介入を拒否することもある」（委員長、9月 1日） 情報源によれば、

警察は DV の被害者である女性を責める傾向がある（同上；AI、2015 年 11 月 5

日）。アムネスティ・インターナショナルによれば 

［AI 英語版］ 

アムネスティ・インターナショナルのインタビューに応じた女性の中には、警察

官が自分たちの通報を却下したり、暴力の原因があたかも自分たちの非にあるか

のように責める警察官もいた,（訳者注、これはいわゆる精神的ガスライティング

である）と述べている。 

一般的に、警察は告訴を思いとどまらせようとし、家庭を壊さないように、子ど

もの利益を第一に考えるように説得した。法律を執行し、女性をさらなる暴力から

守るのではなく、警察は調停と和解を促進することが自分たちの役割だと考えて

いる。(AI、2015 年 11月号、21） 

… 

4. サポートサービス 

4.1 公共サービス 

2014 の国別報告書は、DV 被害女性にサービスを提供する社会センターが全国

に多数あるが、実際どのようなサービスを行なっているとか、その性質については

いっさい記述されていないとこの情報源は示唆している（米国、2015 年 6 月 25

日、15）。 

法律上および実践上の女性差別問題に関する作業部会によれば、国内 24の各州

に存在する国立家族・人口委員会（Office national de la famille et de la population, 

ONFP）センターは、暴力被害女性に無料の心理的援助を提供している（国連、2013

年 5月 30日、パラ 64）。... 

… 

4.2 NGOが提供するサービス 

… 
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アムネスティ・インターナショナルは、チュニジア南東部には DV 被害女性の

ためのシェルターがないことを示し、市民社会組織［AI 英語版］が提供するサー

ビスは「主要都市でしか利用できない」と指摘している（AI、2015 年 11月、70、

74）。 

… 

 

イ HRW「ワールドレポート 2021‐チュニジア」（2021年 1月 13日） 

女性の権利 

… 

女性・家族・児童・高齢者省は 4月、DV被害女性のためのシェルターを新設し

た。また、DV苦情のためのホットラインの業務時間を 24時間に延長した。…  

 

(3) ISIS戦闘員の家族の取扱い 

ア HRW「ワールドレポート 2021‐チュニジア」（2021年 1月 13日） 

 テロ対策と拘禁 

… 

チュニジアは 1 月 23 日、「イスラム国」メンバーと疑われたチュニジア国籍の

孤児 6 人のリビアからの帰国を許可した。リビアには、ISIS のメンバーであると

疑われる少なくとも 36人の子どもたちが取り残されたままであり、シリアのキャ

ンプやイラクの刑務所には推定 160 人のチュニジア人の子どもたちが拘束されて

いると見られている。 

 

イ HRW「ワールドレポート 2020‐チュニジア」（2020年 1月 14日） 

テロ対策と拘留 

… 

ISIS 容疑者または ISIS 容疑者の家族である約 200 人の子どもと 100 人のチュニ

ジア人女性が、リビアとシリアの劣悪な収容環境に罪状もなく閉じ込められたま

まである。当局は、チュニジア人家族による彼らの帰国要求をはねつけた。  

 

5 LGBT 

(1) LGBTに関する法律 ＜2024年 11月 21日更新＞ 

ア ARC「チュニジア：LGBTQI＋コミュニティの状況と扱いに関するクエリー回

答（Tunisia: Query response on the situation and treatment of the LGBTQI+ 

community）」（2023 年 8月） 

I. 法的枠組み 

https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/tunisia
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/tunisia
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/tunisia
https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf
https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf
https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf
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a. 立法 

… 

ヒューマン・ディグニティ・トラスト（HDT）〔Human Dignity Trust〕によれば、

チュニジアでは： 

同性間の性行為は、「反自然的性行為」を犯罪とする 1913 年刑法により禁止さ

れている。同法では 3 年以下の禁錮刑が科される。同法により男性も女性も刑罰

を受ける。 

チュニジアは現在も有効な 1913年刑法（改正を含む）で「反自然的性行為」条

項を採用した。当時チュニジアはフランスの保護国であったが、フランスは同性間

の性行為を既に長い間処罰の対象から外していた。つまり、罰則を定めた法令の発

祥は現地のものである［注 6］。 

2020年 5月、マイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナル（MRG）

は、現地の複数「反差別ポイント」においてチュニジアの NGOが収集したデータ

を分析した報告書を出版した。オンライン翻訳ツールの deepL.com を使用し、以

下の情報がフランス語から英語に翻訳された。 

チュニジアの刑法は、フランスの保護国であった時代の 1913 年 7月 9日に、法

令により公布された。特筆すべき 2005 年版と 2011 年版を含め複数回改正された

ものの、いまだ差別的な条項が含まれている。 

これにより一定の自由、特に個人の自由の行使が妨げられる。良識の自由を行使

すること、及び非宗教的な信念を表現することは治安上、又は道徳上の迷惑行為

（刑法 121 条の 3）であるばかりか、貞操を害する態様で他者を故意に辱める試み

である（刑法 226 条の 2）とも見られることが多い。［…］ 

同様に、刑法 226 条及び 226条の 2では、「違反」を「強制わいせつ」及び「道

徳に対する違反」等、曖昧かつ定義されていない概念に基づき有罪としており、

人々が自由に選択する振舞い、表現、行動及び見た目に基づき当該者を逮捕し、罰

することにつながる。 

当該条項は、例えばトランスジェンダーまたはノンバイナリ―の人の場合のよ

うに、ジェンダーアイデンティティの表現を責めるために使われることが多い。化

粧やマニキュアを付けているという事実だけで、警察の機嫌を損ない、わいせつお

よび公序良俗を理由に逮捕されることにつながる。 

また、刑法 230 条は同性愛を罰しており、セクシャリティ、アイデンティティ、

またはジェンダー表現に関する人々のプライバシーが脅かされる。同条は、同性の

者同士に性的関係がない場合でも、容疑者の電話やパソコンを捜索する等、その他

のヒントを利用できる警察の、事実上の抑圧のための武器となっている。同時に、

当局は、容疑者の身体的完全性が損われるため、違法かつ科学的ではないと考えら

れている証拠の方法である肛門の検査を利用している［注 7］。 

… 
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イ 米国国務省「人権状況報告 2023年－チュニジア（仮訳）」（2024年 4月 22日）

＜入管庁ウェブ＞ 

性的指向、性同一性若しくはジェンダー表現、又は性的特徴に基づく暴力行為、犯

罪化その他の虐待 

… 

複数の NGO の報告によると、一部の事例では LGBTQI+の人々が「道徳性又は

公衆道徳の侵害」を犯罪とする刑法の条項の下で標的にされた。この犯罪で有罪判

決を受ければ、6か月の懲役刑及び罰金刑が科された。刑法の文言が曖昧であるこ

とに加え、公衆道徳の法的定義がないために、警察は道徳性又は公衆道徳にかかる

犯罪を構成する行為に関して幅広い裁量権を行使することができた。 

… 

 

ウ 米国国務省「人権状況報告 2020年‐チュニジア（仮訳）」入管庁ウェブ（2021

年 3月 30日） 

性的指向及び性同一性に基づく暴力行為、差別及び他の虐待 

法律ではソドミーを刑事犯罪としている。有罪の場合、3年以下の懲役に処せら

れる。複数の NGOによると、当局は時々、ソドミー禁止法を用いて人々を拘禁し、

性的活動や性的指向を質問していたが、報告によると時には外見だけで判断する

こともあった。複数の NGOによると、一部の事例ではレズビアン、ゲイ、バイセ

クシャル、トランスジェンダー及びインターセックス（LGBTI）者が「道徳性又は

公衆道徳の侵害」を刑事犯罪とする刑法条項の下で標的にされ、その場合、懲役 6

か月及び 1,000ディナール（369ドル）の罰金に処せられる。 

… 

 

エ 国際レズビアン・ゲイ協会（ILGA）「 ILGA 国家主導の同性愛嫌悪 2019、資

料集」（2019年） 

現行規定 

刑法（1913 年）（改正後） 

ソドミー 第 230条 

前条に規定のいずれにも該当しない場合のソドミーは、3年の禁錮刑に処する。 

わいせつ行為の助長：第 226 条 故意に公然とわいせつ行為を助長した者は、6

ヶ月の禁錮刑と 48 ディナールの罰金に処される。 

 

2004年に改正された 1913 年刑法第 226条の 2は、あらゆる形式の文書、録音、

録画によって、淫行を犯す機会へ公然と注目を集める行為を犯罪としている。この

法律は、同性間の親密的関係を犯罪とする法律と同じ「第三節：道徳に対する攻

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00087.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001380813.pdf
https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws
https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws
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撃」にある。 

 

(2) 政府当局による LGBTの取扱い ＜2025年 6月 5日更新＞ 

ア BAMF「チュニジア出身国情報報告 性的指向と性自認：LGBTIQの人びとの

状況」（2024 年 2月） 

近年、サイバー犯罪に関する法律が導入され、これらが異なる意見を持つ人々を

標的とし、表現の自由やプライバシーの権利を制限する可能性が指摘されている。

同時に、新たに付与された捜査権限は、理論上、データの保存とその利用を通じて

いわゆるサイバー犯罪の追及に利用されるリスクを内包している。既存の道徳や

公序良俗を目的とした法律と組み合わせることで、LGBTIQ の人々は、オンライ

ンで発言しただけで刑事訴追を受ける可能性がある。さらに、2022 年に発令され

た大統領令第 54号は、いわゆる「虚偽情報」に関連するサイバー犯罪を防止する

ことを目的としている。この法令には、チュニジアにおける表現の自由を大幅に制

限する曖昧な規定が含まれている。同法令第 24条では、故意に情報通信ネットワ

ークやシステムを利用して 虚偽のニュース、発言、噂、または他者に誤って帰属

させられた偽の文書を、他者の権利を侵害し、公共の安全または国家防衛を妨害

し、または国民に恐怖を拡散する目的で利用した者は、5年の禁錮および 50,000 デ

ィナールの罰金に処せられる［注 10］。 

NGO「Democracy for the Arab World Now」の報告書で、弁護士であり、LGBTQI

の権利擁護を目的とする NGOシャムスの共同設立者兼代表であるムニール・バト

ゥールは、定義のない「公然わいせつ行為と不道徳な行為」を犯罪とする法律が、

LGBTQI の人々に対する脅威となっていると指摘した。これにより、毎年約 120 件

の事案が刑法に基づいて報告されている。人権団体は、LGBTQI の者の逮捕件数の

増加や、嫌がらせ事案の増加を報告している。告発には、警察労働組合が LGBTQI

の者個人の住所や写真をインターネット上に公開する（いわゆる「ドクシング」）

行為や、オンラインでの憎悪発言を調査・処罰しないことなどが含まれていた。こ

れらの行為に関与した者は、責任を問われていないとされている［注 11］。 

ヒューマン・ライツ・ウォッチは、治安当局が暴力による脅迫又は暴力の行使に

より、被疑者の携帯電話を捜索し、性的指向に係る証拠を入手していたと報告して

いる。さらに、政府は LGBTIQ の者をオンラインで標的とし、彼らや関連組織を

迫害するために標的にして監視していると伝えられている。この過程で、例えばデ

ートアプリや他のソーシャルメディアアプリも利用されていると言われる［注

12］。特に近年、オンラインでの脅迫が定着しており、ソーシャルメディアやデー

トアプリを通じて LGBTIQ の人々が、オンラインでカミングアウトされないか、

当局に通報されないようにするため、金銭を支払うよう脅迫されていると伝えら

れている［注 13］。 

… 

 

https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/app/nodes/30081872
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/app/nodes/30081872
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イ ARC「チュニジア：LGBTQI＋コミュニティの状況と扱いに関するクエリー回

答（Tunisia: Query response on the situation and treatment of the LGBTQI+ 

community）」（2023 年 8月） 

I. 法的枠組み 

… 

b. 実施 

研究者であるアフサネ・リゴー〔Asfaneh Rigot〕は 2021 年、エジプト、レバノ

ン、及びチュニジアにおける国家関係者による LGBTQI の人を起訴するためのデ

ジタル証跡の利用について、第 19 条の研究を実施し、「チュニジアで見られた監

視及びおとり捜査は複雑かつ進行しており、懸念される。」と述べている［注 24］。 

同報告書には、警察官が証拠収集にかける時間の長さに関する情報が記載され

ている。 

… 

チュニジアでは、制度化された監視活動の形跡はなかった。一度警察が「誰か

について見聞きすれば…報復の一種で、その人を追跡し、基本的にはその人に関

するデータを収集し始める。」 ソーシャル・エンジニアリングまたは偽プロフ

ィール使用によって初めて接触した場合、警察はデータ収集の段階でデジタル

証跡が自らの必要に合うようにもする。インタビューに答えたある人は、「Grindr

（LGBT向け出会い系アプリ）とかを使っていたら、（警察が）もうその人を罠

にかけることを決めている。何も起こる前に、あからさまに事前に証拠を集めて

いる。要はその『証拠』を創り出している。」ことを知った。釣りのアカウント

や臨時の監視を通じて収集されたデータは後々活用されることもあり、「［警察

は］実際に手段を講じて逮捕できるよう、その人が間違いをたった 1 回起こす

のをただただ待っている。喧嘩でも、カミングアウトしていることでもいい［…］

逮捕した理由から、同性愛で逮捕したことにすり替える方法を見つけ出す。」［注

25］ 

… 

同じ情報提供者により、以下も示された。 

［レバノン、エジプト、チュニジア］各国で、インタビュー回答者は、LGBTQ

アイデンティティについて捜査された者とコミュニケーションを取ったその他

の個人も逮捕される危険にあることを示唆しており、LGBTQコミュニティ内で

1 名が逮捕されるということは、コミュニティ全体に著しい波及効果がある可能

性を示している。「知っておいてほしいのは、一度ある人の（携帯）電話を押収

すると、その他の人にも行き始めるってこと。他の人との会話が見れるから、他

の人の立会いも求め始めるんだよ。［…］だから、「スマート」フォンのことを話

す時は必ず、このデバイスが何よりも警察組織の諜報に使われるものだって言

うんだ。」［注 26］ 

同じ情報提供者は更に、チュニジアの警察が行う身体監視の手口についても次

https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf
https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf
https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf
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の通り記載している。 

［調査でインタビューされた］チュニジアのある弁護士は「彼らはスパイして

いる…彼らはバーや、デートとか何かをするためにそこに行く人がいるという

ことがわかっている場所にいる。」とコメントしている。インタビューに答えた

弁護士は、よく監視されるその他の場所には例えば「クルージング」で知られる

場所、または、より田舎から出てきたクィアな人たちやクィアな観光客が集まる

ような観光地区がある、とコメントしている。大事なのは、こういうことの多く

は私服警官が行っていることだ。「警察だとわからないこともあって、一般市民

に見える。だから密かに見張っていて、何かをしようとした瞬間、捕まえに来る

んだ。［…］」 

…［注 27］ 

同じ情報提供者は、警察が仕掛ける罠の手口について次の通り書いている。 

チュニジアでは、今や目に見えて、個人をターゲットするためにデジタル端末

やアプリを使う方向に動いており、インタビュー1件を除きすべてで言及されて

いた。確認される主な方法は Facebook上での活動の監視とモニタリングであっ

たが、エジプトのそれと似たパターンで、チュニジアの当局は今や Facebookや

出会い系アプリどちらでも偽プロフィールを使い始めている。「ほとんどの場合

は Facebook とメッセンジャーを使っている。Facebookで偽プロフィールを作っ

て…対象の人をネットで追加する。その人と会話を始めて、実際に証拠を作るん

だ。」現在時点で、インタビューや個別のケースでは、こういった手法は散発的

または任意で、一定の警察官や警察署でしか適用されていることが記録されて

いない。 

…［注 28］ 

 

ウ 米国国務省「人権状況報告 2023年－チュニジア（仮訳）」（2024年 4月 22日）

＜入管庁ウェブ＞ 

性的指向、性同一性若しくはジェンダー表現、又は性的特徴に基づく暴力行為、犯

罪化その他の虐待 

犯罪化：法律は、成人間で行われる同意に基づく同性間の性行為を犯罪としてい

る。成人間で行われる同意に基づく同性間の性行為で有罪判決を受ければ、3年

以下の懲役刑を科された。複数の NGOによると、当局は法律を利用して人々を

勾留し、性的活動や性的指向について質問することもあったが、時には外見だけ

に基づいて判断したと伝えられている。 

… 

暴力及び嫌がらせ：NGO「ダムジ協会（Damj Association）」によると、警察その

他の政府機関は LGBTQI+の人々に暴力を加え、また、そうした暴力を容認しただ

けでなく、そのような虐待を届け出た人々にも暴力を振るった。LGBTQI+の人々

は殺害の脅しや強姦、社会的烙印を含め社会的差別や暴力を受けた。こうした被害

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00087.html
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者は起訴されるのではないかという不安から、暴力や脅迫を届け出るのを思いと

どまった。当局と医療職員は、特にゲイ男性に関して強制肛門検査を継続した。こ

れは、同性間性行為の証拠を集めようとしたためと言われている。複数の人権団体

はこの手続を侵襲的で、屈辱的で、科学的価値が全くないとして広く批判したが、

この手続に関して法律に基づく禁止規定はなかった。NGO「国境なき弁護士団

（Lawyers without Borders）」によると、警察は同性愛の告発をした後、容疑者に肛

門検査を受けるよう強制した。 

… 

 

エ AI「アムネスティ・インターナショナル年次報告 2023/24 年版－チュニジア」

（2024年 4月 24日）＜ecoi＞ 

LGBTIの人々の権利 

… 

裁判所は、同意に基づく大人の同性間の性的関係を罰する刑法第 230 条に基づ

き、人々を 2年以下の禁錮刑に処し続けた。 

 

オ HRW「ワールドレポート 2024‐チュニジア」（2024年 1月 11日） 

性的指向と性自認 

刑法第 230 条では、男女ともに同性間の同意に基づく性行為を 3年以下の拘

禁刑に処している。2022 年 12月、チュニジアの裁判所は、第 230 条に基づきト

ランスジェンダーの女性とゲイの男性の 2 名を同性愛の罪でそれぞれ刑期 3年と

1年の拘禁刑に処す判決を下した。 

チュニジア国内のレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、及びトランスジェン

ダー（LGBT）の人々は差別、暴行、インターネット上のヘイトスピーチを受け

続けており、これには、インターネットを超えた実世界にまで影響が及ぶ、当事

者らの安全を脅かす「アウティング」も含まれる。 

チュニジアの国家関係者はまた、LGBT当事者のプライバシーの権利や、そ

の他デジタル・ターゲティング、特にインターネット上のハラスメント、個人情

報の暴露、及び公的なソーシャルメディアプラットフォームにおける「アウティ

ング」に関する人権をないがしろにしてきた。当局は起訴時にしばしば、任意で

携帯を捜索対象とした際に LGBT当事者の携帯電話から見つかった私的な写真や

会話履歴等、不法に取得したデジタルの情報に依拠する。 

 

カ HRW「ワールドレポート 2023‐チュニジア」（2023年 1月 12日） 

性的指向と性自認 

… 

https://www.ecoi.net/en/document/2107931.html
https://www.ecoi.net/en/document/2107931.html
https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/tunisia
https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/tunisia
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…ヒューマン・ライツ・ウォッチは、政府によるデジタル・ターゲティング

の結果として、組織化しようとする LGBTの摘発や任意逮捕が行われた事件を記

録した。インターネット上のハラスメントの結果、やむなく、LGBT 当事者は居

住地や電話番号を変えたり、ソーシャルメディアのアカウントを削除したり、迫

害の危険のため国外逃亡したり、深刻な精神疾患を患わったと報告した。 

 

キ HRW「ワールドレポート 2022‐チュニジア」（2022年 1月 14日） 

性的指向と性自認 

… 

当局は、「ソドミー」"に対して 3 年以下の禁錮刑を規定する刑法 230 条に基づ

き、同性愛者とおぼしき男性を起訴・投獄し続けた。チュニスを拠点とする LGBT

団体「正義と平等のためのダムジ会」〔Damj Association for Justice and Equality〕に

よると、2011年から 2020 年の間に、この 230条に基づいた 4ヶ月から 3年の禁錮

刑を課す有罪判決は 1,458 件あったという。 

… 

 

ク HRW「ワールドレポート 2021‐チュニジア」（2021年 1月 13日） 

性的指向と性自認 

… 

6 月 6日、ケフ第一審裁判所は、ソドミー罪で起訴された 2人の男性に禁錮 2年

の判決を下した。この肛門検査は、チュニジア当局が同性愛行為を「証明」するた

めに日常的に行っており、身体に侵襲的で信憑性に欠ける検査方法である。2017

年 5 月の国連人権理事会における普遍的定期的審査で、肛門検査を廃止するよう

勧告を受け入れたにもかかわらず、政府はまだこの誓約を実行する措置をとって

いない。 

 

ケ 米国国務省「人権状況報告 2018年‐チュニジア（仮訳）」入管庁ウェブ（2019

年 3月 13日） 

C. 拷問及び他の残虐，非人間的若しくは品位を傷つける取扱い又は刑罰 

… 

報道機関の報道によると，2018 年 6 月 8 日，モナスティル（Monastir）県で警

察官 1 人とその友人 2 人が 32 歳の男性に警棒を使ってソドミーを行った。男

性は地元の警察署に苦情を 申し立て，LGBTI 権利団体，シャムス・アソシエーシ

ョン（Shams Association）がオンラインで公表している。報道によると，男性が警

察官に対する苦情を申し立てた後，当局はソドミーを犯罪と規定する第 230 条違

反で起訴するための証拠を収集するために，肛門検査を受けるよう求めた。報道に

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/tunisia
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/tunisia
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005585.pdf
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よると，警察官が検査室まで同行したとのことである。2018 年 9 月現在，同事案

について判決は下されていない。 

 

コ 国際レズビアン・ゲイ協会（ILGA）「 ILGA 国家主導の同性愛嫌悪 2019、資

料集」（2019年） 

 2015年の人権デー（12月 10日）に、6人の学生が、230 条に基づきそれぞれ 3

年の禁錮刑が言い渡された。しかし、2016 年 3 月初旬の控訴審判決により、彼ら

の刑期はすでに服役した期間に短縮された。このうち 1 人の学生は、強制的な肛

門検査を受けることを拒否し、その後拷問を受けたと報告されている。［注 4］ 

2016 年 12 月には、スースで 2 人の若者が逮捕され 2017 年初めに有罪判決を受

けるなど［注 6］、同様の侵害が報告されている［注 5］。NGOダムジと拷問禁止世

界機構（OMCT）の共同プレスリリースによると、この二人も同意なしに肛門検査

を受けさせられたという［注 7］。 

2017年 1月、ハロウィーン・パーティーで女装し、「自分は女だと思っている」、

と警察官に話したトランス女性が逮捕された。ハマメットの地方裁判所は、公然わ

いせつ罪で彼女を拘留するよう命じた。彼女の弁護士は、性自認を明らかにしたた

めに警察署で拷問、屈辱、嘲笑を受けたと主張した。 

2017 年 3 月、シャムスのフェイスブックページは、禁じられている同性間の性

行為の「証拠」を見つけるために、強制的な肛門検査が行われている新たなケース

として記載した。 

4 月、全国医師団協議会は、「同性愛の証明」を目的とした強制的な肛門・性器

検査を含む、「不当、かつ／または被検者の身体的・精神的尊厳に触れるあらゆる

医療検査」を強く非難する声明を発表した。また、医師はこうした「検査」を拒否

する権利があることを被検者に告げなければならないことを明らかにした［注

10］。9 月、メフディ・ベン・ガルビア人権相は、「（肛門）検査はもはや、物理的

もしくは道徳的な強制力によって、あるいは当事者の同意なしに課すことはでき

ない」と述べた［注 11］。しかし、ヒューマン・ライツ・ウォッチは、「同性間の

性行為で告発された者が、警察からの圧力や、拒否したことが不利になると考えた

り、無実を証明することができると考えて、肛門の検査に『同意』する可能性」に

ついて警告している［注 12］。信頼できる情報筋は、2018 年になってもこの慣行

が行われていることを明らかにした［注 13］。 

 

サ ○BAMF「チュニジア出身国情報報告 性的指向と性自認：LGBTIQの人びと

の状況（Länderkurzinformation, Tunesien; SOGI (Sexuelle Orientierung und 

geschlechtliche Identität): Situation von LGBTIQ-Personen）」（2024年 2月）＜

ecoi収録＞ 

 

シ ○スウェーデン移民庁「チュニジア：LGBTの人びとの国家及び社会における

https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws
https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/app/nodes/30081872
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/app/nodes/30081872
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/app/nodes/30081872
https://www.ecoi.net/en/file/local/2105131/240227302.pdf
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取扱い（Statlig och samhällelig behandling av hbtqi-personer）」（2024年 2月 27

日）＜ecoi収録＞ 

 

(3) 政府当局による LGBT権利活動の取扱い ＜2024年 11月 21日更新＞ 

ア ARC「チュニジア：LGBTQI＋コミュニティの状況と扱いに関するクエリー回

答（Tunisia: Query response on the situation and treatment of the LGBTQI+ 

community）」（2023 年 8月） 

V. LGBTQI+団体及び人権擁護者の扱い 

a. 政府による LGBTQI+の NGOの認知 

「76クライムズ」の 2020 年 2月の報告によれば、同月、チュニジアの控訴裁判

所は、LGBT 権利団体であるシャムスの活動を停止させようとする政府の請求棄

却を確定した。 

2月 21日、チュニジアの控訴裁判所（the Court of Cassation）は、LGBT権利

団体であるシャムスの活動を停止させようとする政府の請求棄却を確定した。 

シャムス（アラビア語で「太陽」）は本判決を受け、アドボカシー活動を続け

る完全な法的承認を獲得した。［しかし、その創始者であり代表であるムニール・

バートゥール〔Mounir Baatour〕は引き続き法的行為の標的にされている。同氏

は、訴追を避けるためフランスに逃避したばかり。］ 

… 

b. LGBTQI+活動家またはその案件を支持する者、又はそう見られる者の国家に

よる扱い 

フロントライン・ディフェンダーズ〔Frontline Defenders〕という団体は、2020 年

から 2023年までのチュニジアの LGBTQI活動家逮捕情報を公開している。 

2020年 1月 22日 

トランス女性である人権擁護者フリフタ〔Frifta〕、警察の暴行を受ける 

2020 年 1 月 13 日、トランス女性である人権擁護者のフリフタ〔Frifta〕はチュ

ニスで、警察官を含む男性 3 人から暴行と電気ショックを受けた。それ以来、

警察は犯人の責任を追及するための措置を取っていない。 

2020年 2月 5日 

人権擁護者の女性、ラニア・アムドゥニ〔Rania Amdouni〕に対する殺害予告及

び誹謗中傷工作 

2020年 1月下旬以来、人権擁護者女性のラニア・アムドゥニ〔Rania Amdouni〕

は殺害予告や、彼女の平和的な人権活動に関連して激化する誹謗中傷工作の標

的となってきた。… 

2020年 3月 9日 

バドゥル・バーボウ〔Badr Baabou〕に対して激化する威迫と監視 

2020年 3月の初週、人権擁護者のバドゥル・バーボウ〔Badr Baabou〕に対する

https://www.ecoi.net/en/file/local/2105131/240227302.pdf
https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf
https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf
https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf


チュニジア 2025 年 6 月 5 日（翻訳反映 2025年 9月 11 日）  

©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

29 

警察の威迫と監視が激化した。同氏の同僚、友人や家族もまた、警察によるハラ

スメントや尋問を受けた。 

2020年 12 月 11 日 

人権擁護者ハムザ・ナズリ〔Hamza Nasri〕に対する罪状 

2020年 12 月 8日、チュニジア警察はチュニジア国会前で行われた平和的デモ中

に人権擁護者サイーフ・アイェディ〔Saif Ayedi〕とハムザ・ナズリ〔Hamza Nasri〕

を逮捕した。検察官はサイーフ・アイェディとハムザ・ナズリを「器物損壊」の

罪に問うた。12月 10日、人権擁護者両名は、日程未定の次回期日まで条件付き

で釈放された。 

2021年１月 25日 

人権擁護者ハムザ・ナズリ〔Hamza Nasri〕の勾留 

2021年 1月 21日、検察官は人権擁護者であるハムザ・ナズリの条件付き釈放を

命令した。 

2021年 1月 18日、チュニジア警察は、人権擁護者ハムザ・ナズリがチュニスに

おける経済状況悪化に対する平和的デモに参加したことに続き、同氏を逮捕し

た。検察官はハムザ・ナズリが「風紀を乱す行為を犯した」と追及した。 

2021年 3月 22日 

人権擁護者女性のラニア・アムドゥニ釈放される 

2021年 3月 17日、チュニスの控訴裁判所は人権者擁護女性のラニア・アムドゥ

ニを釈放し、200 ディナール（約 60ユーロ）の罰金に処した。 

2021 年 3 月 4 日、チュニス地方裁判所は人権擁護者女性のラニア・アムドゥニ

に６か月の懲役を科した。同氏は「一般の道徳に反し」、「政府職員を侮辱し」、

「公衆で酩酊した」罪が確定し、現在マヌーバ女子民事刑務所〔Manouba Women’

s Civil Prison〕に勾留されている。 

2021年 11月 2 日 

著名な LGBTIQ+権利擁護者、警察及び警備員に攻撃される 

2021 年 10 月 21 日、人権擁護者のバドゥル・バーボウはチュニスで、帰り道に

私服警官 62【訳注：police officer in plain-clothes 62】と制服の社内警備員に攻撃

された。 

2021 年 10 月 25 日、同氏はチュニスの第一審裁判所にて、検察庁で当該事件に

対する訴えを提起した。［注 147］ 

 

イ HRW「ワールドレポート 2022‐チュニジア」（2022年 1月 14日） 

性的指向と性自認 

経済状況の悪化や新型コロナ感染症拡大に対する政府の対応に反対して 1 月に

チュニスで行われた一般抗議デモにおいて、チュニジアの警察官はレズビアン、ゲ

イ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス（LGBTI）の活動

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/tunisia
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家を繰り返し標的にし、虐待の対象にした。警官が LGBTI 活動家を恣意的に逮捕

し、暴行を加えて脅した。そのうちの何人かはレイプあるいは殺害された。 

また、ソーシャルメディアを利用して、活動家の自宅住所や電話番号などの個人

情報を暴露し、彼らへの嘲笑や嫌がらせを扇動した。 

… 

 

ウ HRW「ワールドレポート 2020‐チュニジア」（2020年 1月 14日） 

政府はまた、性的少数者や 性別的少数者を支援する NGO であるシャムスに対

しても嫌がらせを続けてきた。2月 20日、政府はシャムスの合法的登録されたNGO

としての地位を認める 2016 年の判決を不服として控訴した。政府は、シャムスの

内規にある性的少数者の擁護という目的は、「同性愛を否定し、そのような異質な

行為を禁止するチュニジア社会のイスラム的価値観」に反すると主張した。さら

に、刑法 230 条で同性愛行為を犯罪としているチュニジア法は、そのような行為

を擁護すると称する団体の設立と活動を禁止していると主張した。しかしながら、

5月 20日、政府は控訴審で敗訴した。 

 

エ 国際レズビアン・ゲイ協会（ILGA）「 ILGA 国家主導の同性愛嫌悪 2019、資

料集」（2019年） 

2015 年 6 月に NGO として結成された後、強い反対にもかかわらず、チュニジ

アの NGO組織シャムス（SHAMS：太陽）は、2015 年 5月に苦情申立期限が切れ、

NGO 認定を得られることになった。それにもかかわらず、同団体は 2016 年 1 月

初旬に裁判所から 30日間の活動停止を命じられた［注 2］。 

… 

さらに 2018 年の報告書では、家族や地域コミュニティのメンバー、特に警察当

局からの差別や暴力が指摘されている［注 14］。「アラブの春」以降、チュニジア

の LGBT グループは知名度を高め［注 15］、活動も活発化したと言われているが

［注 16］、その一方で人権擁護者や LGBTI の権利を支援する NGO に対する敵意

や反感も報告されている［注 17］。 

2017 年 12 月、シャムスはアラブ世界では初の LGBTIQ オンライン局のひとつ

を開設したが、同協会はそれ以来脅迫を受けてきているという［注 18］。「イマー

ム全国連合評議会」がこのラジオ局を提訴した時には、このラジオ局の閉鎖が迫っ

ているという噂が流れ始めたが、後に却下された（下記参照）［注 19］。 

2018 年 6 月、議員、教授、人権擁護団体で構成される大統領委員会である個人

の自由と平等委員会は、「国家と社会は成人間の性生活とは無関係である[...]個人

の性的指向と選択は私生活に不可欠である」と述べ、同性間の行為を非犯罪化する

ことを提案した［注 20］。しかし、LGBTI 活動家たちは、本当は刑法 230条を廃止

しようという政治的意志がないことを指摘した［注 21］。 

https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/tunisia
https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws
https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws
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チュニジア 

2015 年 5 月、シャムス（NGO SHAMS）はチュニジア内務省から公式認可を受

けた最初の LGBT グループとなった［注 35］。2016 年 2 月、シャムスはチュニジ

ア政府による活動停止命令に対する行政裁判所への控訴に成功した［注 36］。政府

は、「同性愛者を擁護する」というシャムスの目的が NGO 法（2011 年法律第 88

号）第 3 条に反することを根拠として主張していたが、この主張は司法によって

却下された。これにより、LGBT 関連の目的は SOR の市民団体としての登録を拒

否する法的根拠ではなくなったことになる。 

 

(4) 社会における LGBTの人びとの取扱い ＜2024年 11月 21日更新＞ 

ア ARC「チュニジア：LGBTQI＋コミュニティの状況と扱いに関するクエリー回

答（Tunisia: Query response on the situation and treatment of the LGBTQI+ 

community）」（2023 年 8月） 

III.  LGBTQI+の個人に対する社会の風潮 

2020 年 4 月、中東調査会（MEI）〔Middle East Institute〕が出版した記事の中で

は、2019年に BBCが実施した世論調査でチュニジア人の 7%が同性愛を「許容で

きる」と考えていることがわかったと言及されている。［注 105］ 

… 

 

IV. 国家以外の者による扱い 

a. 暴力 

… 

2021年 6月 8日から 18日にかけて、チュニジアの招待により、国連性的指向及

びジェンダーアイデンティティに基づく暴力及び差別に対する保護の独立専門家

であるヴィクトール・マドリガル・ボルロスがチュニジアを訪問し、その後次の通

り報告した。 

チュニジアで LGBTコミュニティの積極的〔assertive〕な一員であること、及

び親戚に対しても公の場でも隠れていないことは、多くの人の目には、社会秩序

からの逸脱、特に婚姻という文脈における男性至上主義、家父長制、及び生殖性

という概念を反映する、男女に与えられた社会的役割からの逸脱と映っている。

チュニジアではジェンダーの見え方は厳格に定められており、これには人がど

のような服装や行動をするべきかが含まれている。その結果、社会は、刑法第

230 条に基づく同性愛行為を罰するばかりか、「社会的な約束」に違反し、慣習

や伝統を侮辱していると一部の人に思われるすべてのアイデンティティ及び表

現をも罰している。女性らしい男性、男性である女、及びトランス女性は特にそ

の服装、見た目、及び立ち居振る舞いのため暴行を受ける危険が高く、アイデン

https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf
https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf
https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2023/08/ARC-Query-response_LGBTQI-Tunisia_August-2023.pdf
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ティティが交差しているためより監視される。インタビューを受けた対話相手

の多くはこういった存在を「異常」、「反社会的」、そして「非道徳」と言及して

いる。市民社会のとある一員が当団体にコメントしたとおり、「自らの性的指向

またはジェンダーアイデンティティを自認すること自体、既に抵抗行為であ

る。」隠れず LBGT コミュニティの一員でいることは、少数派の性的及びジェン

ダーアイデンティティを咎める社会通念から自らを解放するために必要なステ

ップである、闘争的行為と考えられている。 

それでもこのように隠れないことは、家族及び社会の中で強い抵抗に直面す

るし、法令、モラル、または宗教に頼る多くの者が同コミュニティのメンバーを

「正しい道」に「置」こうとするため制裁を受ける。この結果、組織的、心理的、

及び身体的暴力の水準は高く、差別はあらゆる程度で起こる。［注 120］ 

… 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2023年－チュニジア（仮訳）」（2024年 4月 22日）

＜入管庁ウェブ＞ 

性的指向、性同一性若しくはジェンダー表現、又は性的特徴に基づく暴力行為、犯

罪化その他の虐待 

… 

複数の人権団体は、LGBTQI+の人々が逮捕される事案が増加しているだけでな

く、社会的嫌がらせの事案も増加していると報告した。訴えの中には、一部の警察

労働組合が LGBTQI+の活動家らの住所又は写真をオンラインで投稿し、オンライ

ン上の憎悪発言を繰り返すことにより嫌がらせを加え、そうした人々を危険に晒

したという報告が含まれていた。加害者はこれらの行動に対して何の反動も受け

なかった。 

… 

 

6 汚職、非国家主体による犯罪、国家による被害者の保護 

(1) イスラム教サラフィスト及びテロ組織による危害 

ア 外務省「チュニジア基礎データ」（2019 年 3月 6日） 

（10）ベン・アリ政権下では，言論・報道の自由，情報アクセス権の制限，政府に

よる検閲等，政府による人権の抑圧が指摘されていたが，革命後の新政権はこれ

らの自由・権利を認めた。その結果，多くの報道機関が生まれ，NGO等の市民

活動が活発になったが，他方で労働争議や暴力的な抗議活動，また，サラフィス

トと呼ばれる保守的なイスラム主義者による暴力行為が頻発した。特に南部・内

陸部を中心に，雇用・開発を要求する若者による座り込みなどの抗議運動が 2017

年現在も継続しており，経済活動に打撃を与えている。 

 

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00087.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/tunisia/data.html
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イ 米国国務省「国別テロリズム報告 2018 年‐チュニジア」（2019 年 10月） 

チュニジアにおけるテロ活動のリスクは、テロ攻撃や近隣諸国からの武器やテ

ロリストの侵入の可能性を含め、2018 年も依然高いままであった。2018 年には、

ISIS の関連組織であるジュンド・アル・キラファ・チュニジア（JAK-T）、イスラ

ム・マグレブのアルカイダ（AQIM）系のウクバ・ビン・ナフィ大隊などが、主に

チュニジアの治安部隊に対する小規模攻撃を行った。その中には、7月にチュニジ

ア国家警備隊が 6 人の将校を殺害した事件も含まれている。 

それでも、チュニジアの治安部隊は、多数のテロリスト・セルを特定・解体する

ことで、テロ活動を未然に防ぐ能力を向上させ続けた。 

2018年のテロ事件； テロ組織は依然としてチュニジアで活動しており、主にチュ

ニジアの治安部隊を標的としていた。以下のリストは、2018 年の最も重大なテロ

事件を取り上げたものである： 

 7月 8日、チュニジアとアルジェリアの国境に近いジェンドゥバで、武装テロ

リストがチュニジア国家警備隊将校のグループを待ち伏せし、将校 6 人を殺

害した。  その 2 日後、アルジェリア軍は国境沿いで作戦を実施し、テロリス

ト 3人を殺害し、7月 8日の待ち伏せに関与した疑いのある他の 3人を逮捕し

た。 

 10 月 29 日、チュニス中心部のハビブ・ブルギバ通りで、ISIS に所属する 30

歳の女が警察官数人の近くで自爆用簡易爆弾を爆発させた。 この爆発でテロ

リストは死亡し、警察官 20人と市民 6人が負傷した。 

 12 月 15 日、JAK-T に属する 12 人のテロリストが、カセリーヌの地元銀行か

ら約 11 万米ドルを盗んだ後、チュニジア民間人を自宅で殺害した。  同グル

ープは、テロリストが 2016 年に殺害したチュニジア兵の親族であることを理

由に、この人物を標的にした。 

 

ウ OSAC「チュニジア 2019 年犯罪・安全レポート」（2019年 4月 29日） 

チュニジア政府は 2016年、いくつかの重大なテロ攻撃を受けて、テロ対策活動

をさらに拡大した。2017 年と 2018 年の主なテロ事件は以下の通り：  

 2018年 11月：12人のテロリストがカセリーヌの銀行から 11万ドルを盗み、

民間人を殺害した。 

 2018年 10月：女性自爆テロ犯がチュニス市街地の警察パトロール付近で装置

を爆発させ、警察官と市民数人が負傷した。 

 2018 年 7 月：アルジェリア国境に近いジェンドゥバで、銃と手榴弾による襲

撃で警察官 9 人が死亡した。 

 2017年 11月：チュニスのバルド地区近くの国会外で男が襲撃し、チュニジア

警察官 1人が死亡、1人が負傷した。検察当局によると、襲撃犯は過激主義者

で、リビアのテロ集団に加わることを意図していた。 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Country-Reports-on-Terrorism-2018-FINAL.pdf
https://www.osac.gov/Content/Report/d1cff56d-e48f-41f4-a39a-15f4aec9b7b4
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 2017 年 3 月：チュニスの南 500 キロに位置するケビリで、夜通し待ち伏せし

ていた 4 人の襲撃者により、警察官 1 人が死亡し、もう 1 人が負傷した。内

務省によると、警察の応戦により、オートバイに乗った襲撃犯のうち 2人が死

亡、もう 1人が重傷を負い、1人は徒歩で逃走した。 

 

エ 国連安全保障理事会「イラクとレバントのイスラム国（ダーイシュ）、アルカ

イダ及び関連する個人、グループ、事業及び団体に関する決議 1267（1999）、

1989（2011）及び 2253（2015）に基づく安全保障理事会委員会議長から安全保

障理事会議長宛ての 2019 年 1月 15日付書簡」ecoi（2019年 1月 15日） 

34. チュニジアでは、イスラム・マグレブ地域のアルカイダ（AQIM）（QDe.014）

に属するウクバ・イブン・ナフィ大隊が、報告期間中に 2 件の大規模な攻撃を

行った。1 件は、2018 年 7 月にジェンドゥバ県で国家警備隊のパトロール隊へ

の攻撃であった。もう 1 件は、10 月にはチャンビ山地域で軍事車列を標的とし

た攻撃であった。こうした攻撃にもかかわらず、同グループの戦闘員はわずか

50 人程度とみられ、活動はカセリーヌとジェンドゥバの山岳地帯に限られてい

る［注 24］。グループの弱体化は、ハリド・アル・シャイブやムラド・アル・ガ

ルサリを含む指導者のほとんどが死亡したことに起因する［注 25］。チュニジア

のアンサール・アル・シャリア（QDe.143）は報告期間中、活動していなかった。

その勢力の残党は、継続的な軍事作戦の圧力を受けてリビアに移動した可能性

がある［注 26］。… 

 

(2) 主なテロ組織 

ア 公安調査庁「国際テロリズム要覧（Web版） チュニジアのアンサール・アル・

シャリーア Ansar al Shari'a in Tunisia」（2020年 5月 7日閲覧） 

同組織は，シャリーアの施行を目標に掲げ，2012 年 5 月には，同国北部・ケル

アン県で数千人を集めて年次総会を開催する一方，同年 9 月に発生した在チュニ

ジア米国大使館襲撃事件では，同組織関係者の関与も指摘された。チュニジア政府

は，2013 年 2 月及び同年 7 月に発生した世俗派の野党指導者射殺事件への関与な

どを理由に，同年 8月，同組織をテロ組織に指定した。 

同組織は，リビア国内のチュニジア国境付近で，訓練施設を運営しているとさ

れ，2015 年 7 月，米軍がリビアで実施した空爆を受け，同組織指導者セイフ・ア

ッラー・ベン・ハスィーン（別名アブ・イヤド。「チュニジア戦闘集団」〈TCG〉の

設立者）が死亡したと報じられた。 

なお，同組織の元幹部ブバカル・ハキムが，「イラク・レバントのイスラム国」

（ISIL）のオンライン英語機関誌「ダービク」第 8号（2015 年 3月）に ISIL構成

員として登場するなど，同組織から ISIL への戦闘員流出が指摘された。 

 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2002887/S_2019_50_E.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2002887/S_2019_50_E.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2002887/S_2019_50_E.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2002887/S_2019_50_E.pdf
http://www.moj.go.jp/psia/ITH/organizations/ME_N-africa/AST.html
http://www.moj.go.jp/psia/ITH/organizations/ME_N-africa/AST.html
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イ スタンフォード大学「アンサル・アル・シャリア（チュニジア）」（2018年 8月） 

結成 2011 年 4月 

解散：2015 年 

... 

チュニジアのアンサール・アル・シャリア（AST）は、2011年にサラフィーのイ

デオロギーと目標を推進するために、社会奉仕、布教、暴力を組み合わせて設立さ

れたサラフィー・ジハード主義過激派組織である。同組織はチュニジアにシャリア

法を確立することを目的とし、世界的な聖戦の思想を推進した。同組織はチュニジ

ア政府と軍隊を標的にする一方で、ダワ（慈善事業）キャンペーンを利用してチュ

ニジア・地域社会の信頼を得ようとしていた。設立以来、AST はアルカイダを支

持していたが、2014 年、ASTのスポークスマンであるセイフェディーン・ライス

を含む複数の AST 指導者が IS への忠誠を誓った。多くの者がシリアで戦うため

にグループを離れた。ただ、同グループが秘密裏に活動を続けているのか、あるい

はメンバーが分散して他のジハード・グループに参加しているのかは不明である。 

... 

組織構造 

... 

c.規模 

-2012: 30,000～40,000 人（ニューヨーク・タイムズ紙）［注 28］ 

-2013: 1,000 人（フォーリン・ポリシー）［注 29］ 

-2014: 70,000 人（エコノミスト誌）［注 30］ 

 

(3) サラフィスト及びテロ組織による勧誘 

ア 後記 7(2)を参照 

 

(4) 政府によるテロの取締り 

ア 米国国務省「国別テロリズム報告 2018 年‐チュニジア」（2019 年 10月） 

概要： チュニジア政府は引き続きテロ対策を優先課題と位置づけし、米国や他の

国際パートナーと協力して治安組織・装備の強化を進めた。チュニジアに対する米

国の安全保障支援は 2018 年に拡充し、チュニジアは国境警備の強化、新たな法律

案、テロリスト資金提供者の資産凍結、暴力的過激主義への対抗プログラミング

（CVE: Countering Violent Extremism programming）の実施など、テロ対策のために

掲げた目標のいくつかで具体的な進展を遂げた。チュニジアはまた、テロ対策を実

施するための軍と文民の安全保障能力の育成においても大きく前進した。チュニ

ジアは現在、イラク、リビア、シリアの戦場で捕らえられたチュニジア人 FTF（外

国人テロリスト戦闘員）の帰還、裁判、収監のための戦略作成に取り組んでいる。

チュニジアは ISIS 打倒世界連合のメンバーであり、同連合の FTF および ISIS 資

https://stanford.app.box.com/s/op036p1adctj47lm5iznacenouyvk8fq
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Country-Reports-on-Terrorism-2018-FINAL.pdf


チュニジア 2025 年 6 月 5 日（翻訳反映 2025年 9月 11 日）  

©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

36 

金対策作業部会で活動している。 

… 

 

イ OSAC「犯罪・安全報告 2019年：チュニジア」（2019年 4月 29日） 

警察の対抗措置 

チュニジアの警察と軍隊は近年、その効力を高めている。チュニジアの警察は、

危機や重大事件に充分対応できる高度な技能を持つ専門部隊を含め、さまざまな

レベルの能力を備えた有能なプロ集団である。また、チュニジアのイメージを維持

し、観光産業を保護するため、警察は支援を必要とする観光客に対しては概ね迅速

に対応している。特に観光地や外国人がよく訪れる地域では、警察の存在感は高

い。 

 

ウ HRW「ワールドレポート 2020‐チュニジア」（2020年 1月 14日） 

テロ対策と拘禁 

… 

政府は 2018 年に自宅軟禁の条件を緩和したが、自宅軟禁下に置かれたままの

人々の多くに、「S17」と呼ばれる移動制限・渡航禁止措置が適用された。この措置

は、海外に於いて武装集団に参加するであろう意図が推定される人物に対して国

家が課すことができるものである。これにより、国外およびチュニジア国内での移

動を制限することができる。S17 の適用を受けた者は、警察の巡回検査で止められ

るたびに、長時間の尋問を受ける危険性にもさらされている。 

 

(5) 名誉犯罪 ＜2024年 5月 2日更新＞ 

ア ACCORD「チュニジアに関するクエリー回答：名誉殺人の事件；影響する女性

への保護施設（保護シェルター等）」（2018年 5月 18日） 

… 

［チュニジアのニュースサイト］Kapitalisは、2017 年 9月の別の記事で、26歳

の男性フセム〔Houssem〕がベジャ〔Béja〕の町で、恋仲にあったいとこと同じ部

屋にいたことがばれ、おじと従兄弟に刺殺されたと書いている。犯人らは自分たち

の殺人を名誉殺人と称していた。被害者は過去にいとこに結婚を申し込んでいた。

おじは断っていた。二人は何度も密会し、家族の意見が変わると信じていた。その

ような時、家族はフセムがいとこと二人きりで家にいるのを発見した。叔父は巡礼

から帰ってきたばかりの大学教授であったが、フセムに罠を仕掛け、息子らの手を

借りてフサムを刺した。警察はおじとその息子 2人を逮捕し、3人目は逃亡中であ

る。被害者の母親もこの事件で襲われ、14 針を縫う傷を負った。 

「フサム（26 歳）は、昨日ベジャで、恋仲のいとこと同じ部屋にいたことを理

https://www.osac.gov/Content/Report/d1cff56d-e48f-41f4-a39a-15f4aec9b7b4
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/tunisia
https://www.ecoi.net/en/document/1457615.html
https://www.ecoi.net/en/document/1457615.html
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由に、彼のおじと従兄弟らに刺されて死亡し。犯人らが名誉の罪と主張するこの

殺人は、2017 年 9月 17日（日）の午前中、シディ・マンスールで行われた。こ

の青年は過去に、恋仲である 23歳のいとこに求婚していた。彼女もこのいとこ

に恋をしていたが、おじは断った。二人は何度か密かに会い、いずれ家族の気が

変わり、結婚することを信じていた。最近、家族はフサムといとこが二人きりで

実家にいるところを目撃した。日曜日の朝、フサムは巡礼から帰ってきたばかり

の大学教授の叔父に待ち伏せされた。おじは祖父母の家でフサムを迎え撃ち、息

子らの手を借りてフサムを刺した。警察はおじとその息子 2 人を逮捕すること

ができたが、3人目は逃亡中である。被害者の母親モーニラは一家から襲われ、

14 針縫うけがを負いながらも脱出した。息子は彼女の腕の中で死亡した。」（2017

年 9月 18日付け Kapitalis） 

チュニジアのニュースサイト Réalités は、2017 年 9 月にも同じ事件を報じてい

る。そこでは、娘が父親の家を出て、交際していた従兄弟のフサムと同居しようと

していることを知ったおじが激怒したことが紹介されている。おじは 3 人の息子

と他の親類を呼び、ナイフを持ってフサムの家に行き、彼を刺したのである。フサ

ムのおじと 2 人の従兄弟が逮捕された。犯行に使われた車と武器は確保されてい

た。この犯行に関わったほかの家族についても捜査が進められている。 

「ベジャのメディナにあるシディ・マンスール団地の青年が 2017 年 9 月 17 日

（日）、ナイフで体の様々な部分を刺され、殺害された。ベジャの地域病院に運

ばれたこの青年は、到着後数分で死亡した。裏付けとなる情報源によると、この

青年フサムを殺害した主犯は、彼の父方のおじにほかならないということであ

る。おじは、23 歳の娘が家を出て、いとこのフセムと一緒に住んでいるのを発

見し、激怒した。そこで父親は、3人の息子とアムドゥーン地方の親戚を呼び寄

せ、ベジャのメディナの中心にある甥の住む家へ向かった。ナイフや刃物で武装

した男らは、若いホセムを襲い、血まみれの状態で横たわらせた。治安部隊は少

女の父親、おじ、兄弟 2人を逮捕した。犯行に使われた車と武器は押収され、犯

行に関与した残りの家族には指名手配が出された。犯行状況だけでなく、責任の

所在を明らかにするため、裁判が開始された。」（2017 年 9月 18日付け Réalités） 

2017年 11月、Kapitalisは名誉殺人を未然に防いだ事件を報じた。ある青年が別

の 50歳の男性を誘拐し、「名誉犯罪を起こす」と脅していた。この青年は、姉妹が

近所の男性と交際していることを知ると、一家の名誉が汚されたとして復讐を決

意した。従兄弟の助けを借りて、姉妹の恋人の父親を誘拐し、廃屋に連れて行き、

「殺すぞ」と脅したのであった。通報を受けた警察がすぐに介入し、誘拐された被

害者を救出した。犯人の 2人は逮捕され、警察が捜査に乗り出した。 

「2017年 11月 16日（木）、スースで、男が 50歳の男性を拉致し、「名誉殺

人」をすると脅したとされている。姉妹が近所の青年と不倫していることを知

った青年が、その不倫相手が家族全員の名誉を傷つけたと考え、復讐を決意し

たとされている。彼は従兄弟の助けを借りて、姉妹の恋人の父親を誘拐し、車

でコンダールの廃屋に連れて行き、殺すと脅した。通報を受けた警察はすぐに

介入し、男性は救出された。誘拐犯 2人はこう留され、捜査が続けられてい
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る。」（2017 年 11月 17日付け Kapitalis） 

… 

※ 原文ドイツ語及びフランス語。訳文は、www.DeepL.com/Translator（無料版）の翻訳

に修正を加えたものです。 

 

イ AI「暴行され非難される：チュニジアにおける性とジェンダーに基づく暴力

（Assaulted and accused: Sexual and gender-based violence in Tunisia）」（2015 年

11月 15日）＜ecoi.net収録＞ 

性的暴行を刑罰化する刑法の条項は、人の品位に対する攻撃を扱う部分、つまり

「名誉」と「モラル」を強調する部分に含まれている。女性と少女の強制性交と性

的暴行は、被害者の身体の完全性を損なうものというより、家族の評判を害する行

為と考えられている。 

 

7 兵役、強制徴集（非国家主体の） 

(1) 兵役義務 

ア CIA「ワールド・ファクトブック - チュニジア」（2020年 5月 7日閲覧） 

兵役年齢及び義務： 

義務兵役は 20～23歳、1 年間の兵役義務、任意兵役は 18～23歳（2019年）  

 

(2) サラフィスト及びテロ組織による勧誘 

ア スタンフォード大学「アンサル・アル・シャリア（チュニジア）」（2018年 8月） 

相互交流 

... 

B.地域社会との関係 

アンサール・アル・シャリア（AST）は、チュニジアの地域社会へのダワ（慈善

活動）キャンペーンを通じて、多くの人々からの支持を得てきた。AST は貧しい

人々に食料と医療サービスを提供したり、一般市民向けにイスラム教の講義を開

き、地元の子どもたちのために宗教クラスを開いた［注 51］。また、ASTはチュニ

ジア政府に対する広範な不満を新兵勧誘に利用した。 

ASTはプロパガンダの 印刷物を市中配布し、ネット上で編集したものを公開す

ることで、暴力的な組織というよりはむしろ慈善的な組織としての地位を自ら確

立した。AST のメディア支部であるアルカイラワン・メディア財団は、グループ

のソーシャルメディアとプロパガンダを扱った［注 52］。 

 

イ ハイム・マルカ〔Haim Malka〕「チュニジア：革命後の宗教的均衡を求めて」

https://www.ecoi.net/en/file/local/1094083/1830_1459952269_mde3028142015english.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1094083/1830_1459952269_mde3028142015english.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
https://stanford.app.box.com/s/op036p1adctj47lm5iznacenouyvk8fq
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/Malka.%20Tunisia.%20Faith%20in%20Balance_1.pdf
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CSIS（2019年 10月 28日） 

第一に、イスラム主義政党が合法化され、組織化、勧誘、革命後の国民議会選挙

への参加が認められた。以前は国外に追放されていた宗教指導者や政治指導者が

帰国し、また投獄されていた人々が釈放された。半世紀以上にわたって抑圧されて

きたこれらのグループは、公に活動するようになっただけでなく、公共の問題につ

いての議論にも参加するようになった。 

第二に、言論の自由が新たに達成された環境の中で、革命後最初のチュニジア政

府は、当時の混沌とした社会・政治環境の一因となったサラフィストによる自警団

的暴力の拡大にどう対処すべきかわからなかった。また、政府の恩赦により、最大

250 人のジハード・サラフィストを含む数百人の囚人が釈放された。これらの活動

家は、チュニジア国内外で過激派のリクルートと活動ネットワークを復活させ、信

奉者を集め、数千人のチュニジアの若者をシリアとリビアの ISG（イスラム国グル

ープ）の隊列に参加させることができた。最終的に、ジハード・サラフィストは民

間人や国家に対するテロ作戦を発動した。 

… 

安全面の要素 

チュニジアは革命後により開かれた社会になり、宗教の場が開かれたため、チュ

ニジア当局は、アンナハダを含み、サラフィー・ジハード主義運動〔jihadi-salafi 

movements〕に伴い激化する暴力及びテロリズムの対応に苦しんだ。アンサール・

アル・シャリア及び後の ISG などのこういった運動は、蔓延する苦情や期待を利

用し追従者を増やすため、宗教的な主張やイデオロギーを利用した。2年の間に、

チュニジアは、リビアとシリアにおける ISG の成長によって一部形づくられた、

独自のテロリズムの脅威にさらされた。 

 

ウ 米国連邦下院調査局（CRS）「チュニジア：概要」（2020年 3月 16日） 

テロの脅威 

2019 年初め、チュニジアの国家テロ対策委員会の責任者は、国会議員に対し、

2011 年から 2018 年の間に 1,000人のチュニジア人国外戦闘員が帰国し、少なくと

も 1 万 7,000 人の国外戦闘員が当局により外国の戦闘地域へ出国するのを阻止さ

れた、と語った〔注 38〕。チュニジアは、かつて「イスラム国」の領土的影響力の

最盛期（2014 年から 2015 年）には、イスラム主義外国人戦闘員の世界的な供給源

としてトップであり、2015 年の国連調査官の報告によれば、推定 4,000 人のチュ

ニジア人がシリアで戦っており、さらに 1,500 人にも及ぶチュニジア人がリビア

で、200 人がイラクで、60 人がマリで、50 人がイエメンでそれぞれ戦っていた〔注

39〕。また、ヨーロッパでもチュニジア系の人物によっていくつかのテロ攻撃が行

われてきた。チュニジアに外国人戦闘員が多いのは、若者の疎外と 2011年初頭の

一般恩赦によるテロ容疑者の釈放が一因とも言われている〔注 40〕。2011 年以降

の政治的変化にもかかわらず、チュニジアの若者の間にある、国家機関や職員が依

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/download/RS/RS21666/RS21666.pdf/
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然として腐敗し、無責任で、虐待的であるという認識が、その要因となっている可

能性もある〔注 41〕。 

 

エ 米国連邦下院調査局（CRS）「チュニジア：概要」（2018年 7月 5日） 

テロの脅威. 

… 

チュニジアはシリアとリビアにおけるイスラム主義外国人戦闘員の最重要供給

源であり、ヨーロッパにおけるいくつかのテロ攻撃もチュニジア出身者によって

実行されてきた。2017 年 4 月、当時のハディ・マジュドゥブ内相は、約 3 千人の

チュニジア人過激派が海外で活動を続け、内 760 人が殺害されたと述べた。当局

は 2012 年以来、2 万 7 千人以上のチュニジア人の若者が彼らの仲間に加わるのを

阻止してきたとも付け加えた［注 18］。若者の疎外と 2011 年のテロ容疑者の大量

釈放が、チュニジアの外国人戦闘員の多さの一因であり、また国家機関が腐敗し、

無責任で、虐待的であるとの認識も一因であるかもしれない［注 19］。 

… 

今後の展望 

…紛争は比較的少ないものの、チュニジアは依然として、対立する政治イデオロ

ギー間の闘争の潜在的な拠点であり、また、暴力的過激派グループの間で地位と新

兵の獲得が争われている。… 

 

オ 国連人権理事会「人権を侵害し、人々の自決権の行使を妨げる手段としての傭

兵の使用に関する作業部会のチュニジア・ミッショ ンに関する報告書」ecoi

（2016年 8月 2日） 

16. 革命後、モスクが急増し、そのうち少なくとも 400 のモスクが過激派の支配

下に置かれた。AST のようなグループは、通常学校中退率や失業率が高く、貧

困層や社会から疎外された地域社会にあるモスクで（合法的に）住民登録をして

いない個人を狙って広報・洗脳活動を始めたと報告されている。このような環境

においては、不満や脆弱感が操作され、既成の制度に対する憎悪やイスラム国樹

立への支援を高めるようになったと報告されている。さらに、慈善団体を装った

グループが個人を標的にし、転向させていたとされる。 

17. ASTのネットワークに属していないイマーム（導師）たちはこうしたモスク

から追い出され、ASTのメンバーのイマームと入れ替えられたケースもあった。

作業部会は、特定の AST系列のイマームの過激な見解のために、地元のモスク

に通うのを止めた人々がいることも知らされた。しかし、そのようなモスクは、

潜在的な信奉者や支持者を獲得するための戦略的な場所となっており、そうし

たモスク、特に遠隔地にある、を閉鎖することは困難である。そのため、過激化

はむしろ首都以外の地域や内陸部の町のモスクでより効果的に行われている事

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS21666/62
https://www.ecoi.net/en/file/local/1313244/1930_1474459047_g1616885.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1313244/1930_1474459047_g1616885.pdf
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が明らかに証明されている。 

… 

VI. 勧誘 

47. 作業グループへの報告によれば、チュニジアの戦闘員募集にはばらつきがあ

り、急であることが多く益々洗練されてきている。そのプロセスには外国テロ集

団や国内で台頭してきている個人が関与することが多い。多額の資金が、非政府

組織、自称慈善団体、政党、旅費、ソーシャルメディア及び外国人戦闘員向けの

ものを含み外国から流入している。資金はまた、報告によればモスクや人員募集

会場建設に充てられている。 

… 

52. 居住者 10,000 人のある村では、若者 12 名が戦闘のためシリア・アラブ共和

国に渡ったと報告されている。スカウトは戦闘員候補者の家族が知らないうち

にコミュニティで活動していることが多い。ある男は、経済的に不自由ない大学

生であった息子がリビアでの学会に出席するため旅立つと言われ、その後シリ

ア・アラブ共和国にいることが分かったと作業グループに伝えた。 

53. 一部の戦闘員は親の同意の上、その他の者は教師に勧誘されて、戦闘のため

に外国に渡航する。作業グループは、ある大学教員が建前では数学の個人指導を

していたとされる間に生徒を過激化させたとの報告を受けている。こういった

ネットワークの活動が当局に通報されたときでも、証拠が欠如しているため逮

捕は不可能であることが多い。作業グループはしかし、最近は逮捕件数が増えた

と報告を受けている。 

54. 若者はネットカフェからアクセスする YouTube、Facebook やその他のソーシ

ャルメディアで ISIL が伝えるメッセージにさらされている。作業グループは、

Facebook で動画に「いいね」を押した人はスカウトから連絡を受ける場合があ

るという報告を受けている。それ以外でも、単にジハード主義者のウェブサイト

に惹きつけられる者もいる。ひとたびスカウトが連絡を確立すれば、ユーザーに

過激派のイデオロギーについての動画や記事を与えると報告されている。 

… 

 

カ ネイト・ローゼンブラット〔Nate Rosenblatt〕「救済の立役者たち：チュニジア

で外国人戦闘員のリクルート拠点はいかに生まれたか」The George 

Washington University Program on Extremism（2019 年 9月） 

チュニジアのジハード・サラフィスト・グループは、単に精霊的な恩恵を与える

だけでなく、新規加入者は物質的、社会的、心理的な利益・恩恵も受けることがで

きた。ジハード・サラフィスト・グループは、メンバーに小口融資や経済協同組合

を供与し、新メンバーが事業を始めたり、コミュニティのためになる活動を企画し

たりするのを助けた。このような機会は、新メンバーにとって、以前は利用できな

かった仕組みや意義、個々人の自己の向上・進歩をもたらすものであった。 

https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/The%20Architects%20of%20Salvation.pdf
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/The%20Architects%20of%20Salvation.pdf
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モスクは、新たなメンバー勧誘の目的においても極めて重要な役割を担った。そ

こは親しみやすく無難な場所として、AST から最初に声をかけられた新しいメン

バーを容易に連れて行くことができるためである。最初の勧誘の「売り込み」の仕

方はさまざまだが、たいていの場合、勧誘候補者に近くのモスクに来ることに同意

させることが最初の目的だった。こうすることで、勧誘者は個人的に話をする機会

を得ることができ、他のグループのメンバーからの同調圧力もかけられた［注 47］。

またモスクを利用することで、勧誘候補者のイスラム教徒としてのアイデンティ

ティに訴えかけ、礼拝の場で神聖な宗教的価値観に訴える勧誘も行った［注 48］。 

… 

AST は近隣地域を支配していたため、AST の勧誘者・リクルーターは地元の人

脈を利用して、新規勧誘候補者について必要なことをすべて知った上で、加入を説

得することができた。これが多くのメンバーを最終的に ISに加入させる洗脳プロ

セスの始まりだった。AST が近隣地域を支配することで、活動資金を調達するこ

とも可能になった。この項では、ASTがどのように新規メンバーをリクルートし、

「ハブ」での活動資金を調達したかを説明する。 

… 

つまり、AST はコミュニティ内の情報提供者のネットワークを駆使して勧誘対

象を特定し、彼らに近づく適切なタイミングを見計らうために事前に調査してい

たのだ。彼らの説得はしばしば勧誘対象個人の状況に合わせて行われ、革命後数カ

月でコミュニティを支配し始めた。革命前に不良グループに加わったり、カフェで

うろついたりしていた若者にとっては、AST の勧誘は何かもっと素晴らしいもの

を与えてくれた。グループには資金もあり、その多くはチュニジア国内のイデオロ

ギー支持者から集められたものだった。これによって ASTは、若者たちに少額の

現金を渡すことで、最初のアピールを強めることができた。 

… 

こうした勧誘に弱い若者たちは、加入の呼びかけになかなか抗うことができな

かった。そして、いったんメンバーになると、脱退するのはさらに難しかった。グ

ループから脱退したり、グループへの加入を拒否できるのは、グループへの加入を

積極的に阻止しようとする人々と親密な個人的関係を持ちこうした人々のサポー

トを‘受けられる者だけである。 

… 

 

キ 【書籍】Aaron Y. Zelin「Your Sons Are at Your Service: Tunisia’s Missionaries of 

Jihad」Colombia University Press（2020年 2月） 

 

8 司法制度・刑事手続 

 

9 警察および治安部隊による人権侵害（刑務所等の状況含む） 

https://cup.columbia.edu/book/your-sons-are-at-your-service/9780231193771
https://cup.columbia.edu/book/your-sons-are-at-your-service/9780231193771
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ア 米国国務省「人権状況報告 2020年‐チュニジア（仮訳）」入管庁ウェブ（2021

年 3月 30日） 

c 拷問及び他の残虐、非人道若しくは品位を傷付ける取扱い又は刑罰  

法律では表題のような慣行を禁じているが、国内外の様々な団体に寄せられた

実体験に基づく説明によると、警察は拘禁者に過酷な身体的取扱いを加えた。数人

の著名な地元人権弁護士が、警察署や拘禁施設での拷問の慣行を非難した。複数の

人権関連非政府機関 （NGO）が政府を、テロ対策法の適用、虐待者の刑事免責の

発覚、及び拷問の嫌疑をなかなか捜査しない姿勢について批判した。 

… 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2018年‐チュニジア（仮訳）」入管庁ウェブ（2019

年 3月 13日） 

c 拷問及び他の残虐、非人道若しくは品位を傷付ける取扱い又は刑罰  

…2018 年 6 月 27 日にチュニスで開かれた拷問の犠牲者を支援する 国際デ

ー（International Day in Support of Victims of Torture）のプレゼンテーションで，国

家拷問防止局（National Authority for the Prevention of Torture: INPT）は，刑務所での

虐待事案は全体的に減少しているにもかかわらず，警察及び国家憲兵隊の収容施

設での被勾留者の虐待や不当な扱いは続いていると述べている。 

 

ウ HRW「ワールドレポート 2020‐チュニジア」（2020年 1月 14日） 

テロ対策と拘禁 

… 

警察署や刑務所内での暴力は依然横行している。チュニジアの非政府組織

（NGO）は 2018 年、拷問の疑いがある事例を数十件報告した。カイルアン地方の

小さな町ブハジュラで不審死事件が起きた。警察は 6 月 8 日、警官との口論をき

っかけに物売りのアブデラゼク・セルミ（58）を拘束した。カイルアンの病院の医

師はその日のうちにセルミの死亡を宣告したが、セルミの顔と体に傷があったと

して、セルミの死には疑わしい点があると検察当局に通告した。しかし、本稿執筆

時点では、当局は検視報告書を発表しておらず、セルミの死に関連する告発もなさ

れていない。 

 

10 報道の自由 

ア 前記 3(1)を参照 

  

11 宗教の自由 

(1) 法的な枠組みと運用 ＜2022年 11月 24日更新＞ 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001380813.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005585.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/tunisia
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ア 米国国務省「宗教の自由に関する国別報告 2016年‐チュニジア（仮訳）」入管

庁ウェブ（2017年 8月 15日） 

法的枠組み 

憲法は、イスラム教がチュニジアの国教であると謳っているが、チュニジアを

「市民国家」であるとも明記している。憲法は、政府を「宗教の守護者」に指定し

ており、大統領はイスラム教徒でなければならないと規定している。憲法は、信

仰、良心、宗教慣行の実践、及びモスクと礼拝所の中立性（「党派による道具化」

の対象とはしない）を保証している。憲法は国家に対し、節度と寛容の価値を広

め、聖地を保護し、また、タクフィール[takfir]（イスラム教徒が他のイスラム教徒

を不信心者として非難する行為）を禁止することを義務付けている。憲法は、憲法

が保証する権利と自由に制限を課す可能性がある要因を列挙している。この中に

は、他者の権利の保護、国防上の要件、公共の秩序、道徳、保健などが含まれる。 

刑法は、「意図的に慎み深さに違反する」方法で風紀を乱す行為だけではなく、

「公序良俗に害を及ぼす」可能性が高い言論も違法としている。 

… 

 

イ HRW「ワールドレポート 2020‐チュニジア」（2020年 1月 14日） 

 当局はまた、刑法の「公に道徳に反する」という曖昧な規定を用いて良心の自

由を侵害した。2019 年 5月 29日、ラマダンの断食時間帯にカイルアンのカフェを

営業していたとして、カフェのオーナーであるイメド・ザグワニにこの曖昧な規定

を用いて有罪判決を下し、ザグワニは 10日間を刑務所で過ごしたが、裁判所は彼

に執行猶予付きの 1カ月の禁錮刑と 300ディナール（100 米ドル）の罰金を言い渡

した。 

 

(2) イスラム教からの改宗 ＜2024年 5月 16日更新＞ 

ア 米国国務省「宗教の自由に関する国別報告 2022年－チュニジア」（2023年 5月

15日） 

イスラム教徒家庭出身の無神論者には、イスラム教に回帰するよう又は自らが

無神論者であることを隠すよう家族及び社会から圧力を受けていると報告する者

もいる。これには、例えば、ラマダーン月中に断食をすることや、イスラム教批判

を控えるということが含まれる。一部のキリスト教徒、特に改宗者は、家族や社会

から脅しや暴力を含み強く拒絶されたことを報告しており、信条を理由に暴行を

受け家から追い出されたと報告する者もいる。アッタラキ連盟〔Attalaki 

Association〕によれば 1月、コミュニティの者らがメドニンのキリスト教一家を脅

し、一家が「異教徒」とみなされていたため、その子どもが公衆の面前で教師の暴

行を受けたと報告されている。一家は検察官と警察に訴えを提起しようとしたと

報告されているが、当局は攻撃を捜査しなかった。2月には、無神論者が、自らの

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004051.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/tunisia
https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/tunisia


チュニジア 2025 年 6 月 5 日（翻訳反映 2025年 9月 11 日）  

©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

45 

父が「邪教徒」であることを理由にけしかけたため警察官に暴行を加えられたと報

告されている。3月には、キリスト教徒がイスラムから改宗したため近所の者から

殺害予告を受け、商売をしている店のドアに「異教徒」とコミュニティの者らに落

書きされ、その結果顧客がいなくなったため最終的に倒産したと報告している。 

… 

世界中のキリスト教徒の宗教上の自由に注力している NGO のオープンドアー

ズ〔Open Doors〕は、「新たな改宗者はチュニジア国内の最も脆弱なキリスト教徒

の一部」であり、女性が特に危険性が高いと報告している。報告書には、イスラム

教から改宗する女性は「暴行、家庭からの追放、自宅軟禁、殺害予告、及び強制性

交を含む最も幅広い迫害（特に伝統的な家庭という文脈において）に直面する。既

婚の改宗者は離婚と親権の喪失に直面し、独身の改宗者は結婚を強要されること

がある。」キリスト教に改宗するイスラム教徒男性は威嚇、失業、コミュニティへ

のアクセスの拒否、警察による勾留、暴行、殺害予告、及びその他の形の社会的圧

力に直面することがある。 

MRGI によれば、一部の市民社会組織が、キリスト教に改宗するイスラム教徒が

増えているが、社会的なタブーがなお強力、かつ広範に渡っているため、当該個人

は一般的には改宗したことを秘密にしたがると報告している。イスラム教からの

改宗を取り巻くネガティブなイメージのため、多くは自らの家族から排斥され暴

行を受ける。一部のキリスト教徒は、礼拝に出席した者は家族のメンバーや近所の

者から出席しないよう圧力を受けたと述べている。キリスト教徒は、家族のメンバ

ーが改宗により一家に「恥」をもたらしたと頻繁に改宗者を責めたと報告してい

る。アッタラキ連盟は、非キリスト教徒の家族メンバーがキリスト教徒にハラスメ

ントをしたと報告している。 

… 

 

イ 米国国務省「宗教の自由に関する国別報告 2016年‐チュニジア（仮訳）」入管

庁ウェブ（2017年 8月 15日） 

第 3 節. 信教の自由に対する社会的尊重の状況 

メディアが伝えたところによると、イスラム教から改宗したキリスト教徒の一

部は、家族、 その他の者から暴力の脅迫を受けていることについて懸念を示し、

他の宗教に改宗するイスラム教徒に対しては大きな社会的圧力があると語った。 

 

ウ 記事「ビデオ：チュニジア人男性がキリスト教への改宗を理由に断首」Christian 

Post（2015年 1月 21日） 

キリスト教徒男性がイスラム教からキリスト教に改宗したことを理由にイスラ

ム教徒過激派ら から首をはねられている映像が、最近、カナダとエジプトのトー

ク番組で放映された。この事件のビデオ映像は、チュニジアで起こったと伝えられ

ているが、咽喉にナイフをつけられて 「動物」にように頭を押し下げられている

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004051.pdf
https://www.christianpost.com/news/video-tunisian-man-beheaded-for-converting-to-christianity-video-78063/
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若い男性一人を映している。 

… 

 

(3) キリスト教徒 ＜2024年 5月 16日追加＞ 

ア 米国国務省「宗教の自由に関する国別報告 2022年－チュニジア」（2023年 5月

15日） 

キリスト教徒の市民は、教会の活動または神学について公衆の面前で話さない

よう政府及び社会から強い圧力をかけられていたと引き続き述べている。キリス

ト教徒の情報提供者は、祈り及び礼拝またはミサのため、家に集まって信仰を実践

しているキリスト教徒は多いと指摘している。アッタラキ連盟は、警察が十字架や

聖書など、信仰に関連する物を提示したキリスト教徒を標的にし、ハラスメントや

尋問を行ったと報告している。6月には、サハラ以南のアフリカ人キリスト教徒 2

名が、同国南部において、十字架のアクセサリーを着用していたことを理由に、警

察に身柄を拘束され尋問された。 

… 

キリスト教徒の市民及びその他の宗教マイノリティは、アラビア語の教会又は

墓地の建設を可能にする法人又は連盟を設立する権利を政府が拒否し続けている

と報告している。しかしながら、キリスト教徒コミュニティは、同年内に連盟又は

法人格を求める正式な請求はしなかった。キリスト教の墓地は、キリスト教徒の外

国人向けのものは存在していた。その一方で、キリスト教徒の市民は、こういった

墓地に家族を埋葬するにも政府からの許可が引き続き必要とされた。市民らの報

告によると、定型的に政府が無反応であるという理由で、彼らが当該許可を請求す

ることは一般的にしないという。 

 

イ Attalaki「年次報告 宗教の自由 チュニジア 2023 年版」（2023年 6月 4日） 

…チュニジアのキリスト教徒人口は 3百万から 5百万〔原文ママ：between 3,000 

and 5,000 thousand〕と試算されている［注 4］。そのほとんどが福音派教会に属し

ており、国家が認知していないため家の中（家庭内教会）で集まって祈りを捧げて

いる。一方でカトリック教会は公式に認知されている。その教徒は 2 万 5 千人と

試算されており、そのほとんどがチュニジア在住の外国人であり、チュニジア人も

少数存在する［注 5］。これに加え、福音派教会を信仰する外国人も数千人いる。

さらに、ギリシャ正教及びロシア正教教会並びに聖公会に属する者は数百人おり、

そのすべてがチュニジアで法的立場を享受している。約千人から 2 千人のチュニ

ジア人がババイ教を信仰している。同教は、1984年にババイ中央精神集会〔Central 

Spritual Assembly of the Baba’is〕を閉会することが決定される前まで、かつては準

法的立場が与えられていた［注 6］。… 

 

https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/tunisia
http://attalaki.org/1896-2/
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12 国籍、民族および人種 ＜未調査＞ 

 

13 出入国および移動の自由 ＜未調査＞ 

 

14 その他 

(1) 婚前交渉 ＜2025年 5月 8日更新＞ 

ア The Advocates for Human Rights ほか「Tunisia’s Compliance with the Convention 

Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or 

Punishment, Suggested List of Issues Prior to Reporting Relating to Violence 

Against Women」（2022年 6月 13日） 

11. チュニジアでは、未婚者同士の性的な関係は今でも違法とされているため、婚

姻関係にないが性的な関係を持つ女性が、交際相手から受けた暴行を通報する

障壁になっている。婚外の性的関係を刑罰化する刑法の条項により、女性は性的

な関係にあるパートナーによる暴行を通報することが妨げられている。刑法第

226 条は、「公然わいせつ」罪に禁錮 6か月と 48ディナールの罰金刑を科してお

り、同条は未婚のカップルに制裁を与えるために実際に適用されている。一方

で、第 236 条では、不貞行為に禁錮 5 年と罰金 500 ディナールの刑罰を科して

いる。14これに加え、婚姻状況を規制する 1957 年 8 月 1 日法第 57-3 号の第 36

条は、内縁関係―未婚者同士の同棲―を、禁錮 3か月から 6か月に処している。 

 

前記「6 (5) 名誉犯罪」セクションも参照ください。 

  

https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/AHR%20MRA%20Tunisia%20CAT%20LOIPR%20VAW%20FINAL.pdf
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/AHR%20MRA%20Tunisia%20CAT%20LOIPR%20VAW%20FINAL.pdf
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/AHR%20MRA%20Tunisia%20CAT%20LOIPR%20VAW%20FINAL.pdf
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/AHR%20MRA%20Tunisia%20CAT%20LOIPR%20VAW%20FINAL.pdf
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略称 

ACCORD オーストリア出身国・庇護研究ドキュメンテーションセンター 

ACLED 武力紛争位置・事件データプロジェクト 

AI アムネスティ・インターナショナル 

ARC 難民調査センター 

BAMF ドイツ連邦移民難民庁 

CEDOCA ベルギー難民及び無国籍者庁出身国情報部門 

CIA 米国中央情報局 

CNDA フランス庇護権裁判所 

CRS 米国議会調査局 

DFAT オーストラリア外務貿易省 

DIS デンマーク移民庁 

DRC デンマーク・レフュジー・カウンセル 

EASO 欧州難民支援機関 

FIS フィンランド移民庁 

HRW ヒューマン・ライツ・ウォッチ 

ICG インターナショナル・クライシス・グループ 

IDMC 国内避難民監視センター 

IRBC カナダ移民難民局 

IRDC アイルランド難民ドキュメンテーションセンター 

ジェトロ 日本貿易振興機構 

JICA 国際協力機構 

Lifos スウェーデン移民庁出身国情報データベース 

Landinfo ノルウェー政府出身国情報センター 

MRGI マイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナル 

OECD 経済協力開発機構 

OFPRA フランス難民・無国籍庇護局 

OHCHR 国連人権高等弁務官事務所 

OSAC 米国海外安全保障評議会 

RRTA オーストラリア難民再審査審判所 

RSAA ニュージーランド難民地位不服申立機関 

RSF 国境なき記者団 

SEM スイス連邦移住庁（旧スイス連邦移民局） 

UDSC ポーランド外国人庁 
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UKIAT イギリス移民難民審判所 

UKUT イギリス上級審判所 

UNHCR 国連難民高等弁務官事務所 

USCIRF 米国連邦政府国際宗教自由に関する委員会 

UDSC ポーランド外国人庁 
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